
寄附金控除を受ける人　⇒　申告書の裏面の14− 1 、14− 2 に記入します。

収入なし、非課税所得のみなどの人　⇒　申告書の裏面の「参考」に記入します。

ア都道府県・市区町村（特例控除対象）（※1）
イ新潟県共同募金会・日本赤十字社新潟県支部・都道府県・市区町村（特例

控除対象以外）
ウ所得税の対象寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するも

のとして新潟県又は新潟市が条例で指定したもの（※2）
※1 東日本大震災等の被災地の県や市町村への寄附金、日本赤十字社や中央

共同募金会、日本政府などへのうち、義援金も控除の対象となる場合がありま
す。寄附をした都道府県・市区町村が特例控除対象かどうかは総務省のHP
等で確認できます。

※2 新潟県では下記のうち、新潟県内に事務所・事業所を有する法人又は団体
 新潟市では下記のうち、新潟市内に事務所・事業所を有する法人又は団体
 （新潟県のみが条例で指定した団体等への寄附金は、県民税分のみに税

額控除が適用されます。）

都道府県・市区町村（特例控除対象）への寄附金は下記の①と②の合
計額を、それ以外の寄附金は①の額を税額控除します。ただし、控除
の対象となる寄附金の総額は総所得金額等の30％が限度です。

〈対象〉

※配偶者(特別)控除は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合のみ記載しています。

申告書（提出用）の
表面「2所得金額」の⑫の金額

円

源
泉
徴
収
票
な
ど
の
添
付
書
類

　

税 額の計 算（参考）
市民税・県民税の計算方法

主な税額控除

① －

申告書（提出用）の
表面「4所得から差し引かれる金額」の㉘の金額

円 ＝

課税標準額
（千円未満端数切捨て）

,000円

所得割額【概算】

00円③

◎調整控除（合計所得金額2,500万円以下の場合に適用） ◆人的控除の差

◎寄附金税額控除

＋

均等割額
（市民税3,500円・県民税1,500円）

5,000 　　円 ＝
市民税・県民税額【概算】

00円

この⑫の金額が415,000円以下の場合、課税されません。
※ただし、次の場合は金額が異なります。
　ア　同一生計配偶者又は扶養親族（16歳未満含む）がいる場合
　イ　申告者本人が障害者・未成年者・寡婦又はひとり親の場合

課税標準額

,000円② × 税率10％
（市民税8％・県民税2％）＝

所得割額【概算】
（百円未満端数切捨て）

00円

　この所得割額【概算】から、税額控除（調整控除・寄附金税額控除・配当控除など）
や配当割額・株式等譲渡所得割額控除額などを差し引きます。
　なお、分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

・独立行政法人・地方独立行政法人・公益社団法人
・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人　等

〈寄附金税額控除の計算方法〉

200万
円以下

200万
円超

課税標準額 調整控除額
（A）人的控除の差の

合計額（右表参照）
（A）と（B）のいずれか
小さい額の5％を控除

（市民税4％・県民税
1％）

◎配当控除（一般）
課税総所得金額等

1,000万円以下の部分
市民税

配当所得の2.24％
県民税

配当所得の0.56％
課税総所得金額等
1,000万円超の部分

市民税
配当所得の1.12％

県民税
配当所得の0.28％

（B）市・県民税の
課税標準額

｛人的控除の差の合計額－（市・県民税の課税
標準額－200万円）｝×5％（市民税4％・県民税
1％）を控除
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500
円を控除

控除の種類
基礎控除

勤労学生控除

障害者
控除

一般
特別

同居特別

5万円
1万円

10万円
22万円

寡婦控除 1万円

1万円

人的控除の差 控除の種類
配偶者
控除

配偶者
特別控除
右記の配偶者
所得の場合（　　　　　）

扶養控除

一般
老人

48万円超50万円未満

50万円以上55万円未満
一般
特定
老人

同居老親

5万円
10万円
5万円

3万円
5万円

18万円
10万円
13万円

人的控除の差

Ⓐ

ⒷⒶ

Ⓑ

※一般配当以外の配当所得がある場合は、計算方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。

②
配当割額控除額 円

株式等譲渡所得割額控除額 円

7－1　収入の内訳

所得の種類 支払者名・法人番号
又は所在地等 収入金額

円

8　配当所得･雑所得（公的年金等以外）･総合譲渡所得・一時所得に関する事項

所得の種類 種目・支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等 収入金額 必要経費 差引金額

円円円

① □　　　　　　　　　　□その他（　　　　        　　）申告不要制度を選択
ⒶとⒷの全てについて9　課税方式の選択と配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

６ 給与所得の内訳

〔日給などの給与所得のある人で、源泉徴収票のない人は
記入してください。　　　　　　　　　　　　　　 〕
月 日　給 勤務日数 月　収
1 円円

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
賞 与 等 円

合 計

法人番号又は
所在地

勤 務 先 名

電 話 番 号

11 事業（営業等･農業）所得に関する事項
業種 屋号
所在地

科　目 金　 額　
売上（収入）金額計
（雑収入を含む） ① 円

必

要

経

費

売 上 原 価
（棚卸高加減後の仕入金額）

給料賃金･雇人費
減 価 償 却 費

地代家賃･小作料
借 入 金 利 子 等
租 税 公 課
水 道 光 熱 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
損 害 保 険 料
修 繕 費
消 耗 品 費

計 ②
専従者控除前の所得金額

（①－②） ③
専 従 者 控 除 額 ④
所得金額（③－④） ⑤

12 不動産所得に関する事項
科　　目 金　　額

収
入
金
額

家 賃 収 入 円

地 代 収 入

計 ①

必

要

経

費

固 定 資 産 税
損 害 保 険 料
修 繕 費
減 価 償 却 費

借 入 金 利 子 等

計 ②
専従者控除前の所得金額

（①－②） ③
専 従 者 控 除 額 ④
所得金額（③－④） ⑤

家賃収入などの内訳
借受人氏名（名称） 家賃･地代 期間 賃貸金額計

月 円

13 減価償却費の計算　◆税制改正により、平成19年４月１日以後に取得した減価償却資産と平成19年３月31日以前に取得した減価償却資産で償却率が異なります。

減価償却資産の名称 面積又
は数量 取得年月 ⓐ

取得価格
ⓑ 償却の基準に
 なる金額

耐用
年数

ⓒ
償却率

ⓓ
月割

ⓔ 本年分の償却費
（ⓑ×ⓒ×ⓓ）

ⓕ
専用割合

必要経費算入額
（ⓔ×ⓕ） 未償却残高

年　　月
・

月年円円
 12 

円円％円

・  12 

計

14 寄附先に関する事項
寄附先の名称・所在地

氏  名 続柄 特別障害者に
該当する場合

別居の場
合の住所

給与等の収入金額が850万円を超えており、23歳未満の扶養親族を有する場合や、本人または同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者の
場合に、該当者一人分について記入してください。

級
度

個人番号

円

14－1 寄附金に関する事項
都道府県･市区町村分

（特例控除対象）
住所地の共同募金会･日赤支部分・
都道府県・市区町村分（特例控除対象以外）

住所地の条例指定分（社会福祉法人･学校法人等）
新潟県分 新潟市分

円円円円

16 所得金額調整控除に関する事項

参考　前年中所得のなかった人などの記入欄

① 非課税所得により
生活している

該当のものを○で囲んでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
遺族年金・障害年金・雇用保険・その他（ 　）

②
令和6年1月1日現在の住所

③
右記の者から扶養又は
仕送りを受けている

住所　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　－　　　－

氏名　　　　　　　　　　　　生年月日　 　　･　 　・　　　続柄

④ その他の事情
（生活費の状況など）

該当のものを○で囲んでください。

預貯金・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

18 事業税に関する事項
非課税所得など

番号 所得金額 円

損益通算の特例適用
前の不動産所得

円 

事業用資産の
譲渡損失など

資産の種類 損失額、被災損失額（白）

 円

前年中の開（廃）業 開始･廃止 月　　　　日

□　他都道府県の事務所等

　

源
泉
徴
収
票・生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書・医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど
は
こ
の
面
に
はっ
て
く
だ
さ
い
。

◆ワンストップ特例とは、確定申告をする義務のない人かつ給与及
び公的年金等の所得のみの人が特例控除対象の自治体に寄附した
時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請」をすることで、確定申告を
しなくても所得税分もあわせて市•県民税から控除される制度です。申告
するときには、寄附金についての記載がないと控除されません。

（市•県民税の申告では所得税分の控除まで受けることはできません。）

市・県民税におけるⒶ特定配当等に係る所得及びⒷ特定株式等譲渡所得金額に係る所得につい
て所得税と異なる課税方式を選択する場合は、右欄①の希望する課税方式の□に✓を記入して
ください。また、前記の所得金額を総所得金額に含め、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
を受けようとする場合は右欄②に金額を記入してください。

「都道府県･市区町村分（特例控除対象）」、「住所地の共同募金会･日赤支部分・都道府県・市区町村分（特例控除
対象以外）」の各欄には、当該団体へ寄附した金額を記入してください。「住所地の条例指定分」の「新潟県分」、「新
潟市分」の各欄には新潟県、新潟市の条例で指定された寄附金を支出した場合にそれぞれ記入してください。

令和6年1月1日現在他市
町村に居住していた

生年月日 ・　　・明・大・昭
平・令

ひとり親
控除

母である者
父である者

5万円
1万円

①（寄附金額－2,000円）×10％（市民税8％・県民税2％）
②（寄附金額－2,000円）×（90％－寄附者の所得税の税率（復興特

別所得税含む））
※②の額は、市民税・県民税所得割額の２割が限度です。また、②

の額は、市民税から4/5・県民税から1/5が控除されます。

寄附金の金額

給与 ㈱○○商事 200,000
雑（年金） 厚生労働省 600,000
雑（年金） ○○共済組合 2,045,836

ア都道府県・市区町村（特例控除対象）（※1）
イ新潟県共同募金会・日本赤十字社新潟県支部・都道府県・市区町村（特例

控除対象以外）
ウ所得税の対象寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するも

のとして新潟県又は新潟市が条例で指定したもの（※2）
※1 東日本大震災等の被災地の県や市町村への寄附金、日本赤十字社や中央

共同募金会、日本政府などへのうち、義援金も控除の対象となる場合がありま
す。寄附をした都道府県・市区町村が特例控除対象かどうかは総務省のHP
等で確認できます。

※2 新潟県では下記のうち、新潟県内に事務所・事業所を有する法人又は団体
 新潟市では下記のうち、新潟市内に事務所・事業所を有する法人又は団体
 （新潟県のみが条例で指定した団体等への寄附金は、県民税分のみに税

額控除が適用されます。）

都道府県・市区町村（特例控除対象）への寄附金は下記の①と②の合
計額を、それ以外の寄附金は①の額を税額控除します。ただし、控除
の対象となる寄附金の総額は総所得金額等の30％が限度です。

〈対象〉

※配偶者(特別)控除は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合のみ記載しています。

申告書（提出用）の
表面「2所得金額」の⑫の金額

円

源
泉
徴
収
票
な
ど
の
添
付
書
類

　

税 額の計 算（参考）
市民税・県民税の計算方法

主な税額控除

① －

申告書（提出用）の
表面「4所得から差し引かれる金額」の㉘の金額

円 ＝

課税標準額
（千円未満端数切捨て）

,000円

所得割額【概算】

00円③

◎調整控除（合計所得金額2,500万円以下の場合に適用） ◆人的控除の差

◎寄附金税額控除

＋

均等割額
（市民税3,500円・県民税1,500円）

5,000 　　円 ＝
市民税・県民税額【概算】

00円

この⑫の金額が415,000円以下の場合、課税されません。
※ただし、次の場合は金額が異なります。
　ア　同一生計配偶者又は扶養親族（16歳未満含む）がいる場合
　イ　申告者本人が障害者・未成年者・寡婦又はひとり親の場合

課税標準額

,000円② × 税率10％
（市民税8％・県民税2％）＝

所得割額【概算】
（百円未満端数切捨て）

00円

　この所得割額【概算】から、税額控除（調整控除・寄附金税額控除・配当控除など）
や配当割額・株式等譲渡所得割額控除額などを差し引きます。
　なお、分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

・独立行政法人・地方独立行政法人・公益社団法人
・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人　等

〈寄附金税額控除の計算方法〉

200万
円以下

200万
円超

課税標準額 調整控除額
（A）人的控除の差の

合計額（右表参照）
（A）と（B）のいずれか
小さい額の5％を控除

（市民税4％・県民税
1％）

◎配当控除（一般）
課税総所得金額等

1,000万円以下の部分
市民税

配当所得の2.24％
県民税

配当所得の0.56％
課税総所得金額等
1,000万円超の部分

市民税
配当所得の1.12％

県民税
配当所得の0.28％

（B）市・県民税の
課税標準額

｛人的控除の差の合計額－（市・県民税の課税
標準額－200万円）｝×5％（市民税4％・県民税
1％）を控除
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500
円を控除

控除の種類
基礎控除

勤労学生控除

障害者
控除

一般
特別

同居特別

5万円
1万円

10万円
22万円

寡婦控除 1万円

1万円

人的控除の差 控除の種類
配偶者
控除

配偶者
特別控除
右記の配偶者
所得の場合（　　　　　）

扶養控除

一般
老人

48万円超50万円未満

50万円以上55万円未満
一般
特定
老人

同居老親

5万円
10万円
5万円

3万円
5万円

18万円
10万円
13万円

人的控除の差

Ⓐ

ⒷⒶ

Ⓑ

※一般配当以外の配当所得がある場合は、計算方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。

②
配当割額控除額 円

株式等譲渡所得割額控除額 円

7－1　収入の内訳

所得の種類 支払者名・法人番号
又は所在地等 収入金額

円

8　配当所得･雑所得（公的年金等以外）･総合譲渡所得・一時所得に関する事項

所得の種類 種目・支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等 収入金額 必要経費 差引金額

円円円

① □　　　　　　　　　　□その他（　　　　        　　）申告不要制度を選択
ⒶとⒷの全てについて9　課税方式の選択と配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

６ 給与所得の内訳

〔日給などの給与所得のある人で、源泉徴収票のない人は
記入してください。　　　　　　　　　　　　　　 〕
月 日　給 勤務日数 月　収
1 円円

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
賞 与 等 円

合 計

法人番号又は
所在地

勤 務 先 名

電 話 番 号

11 事業（営業等･農業）所得に関する事項
業種 屋号
所在地

科　目 金　 額　
売上（収入）金額計
（雑収入を含む） ① 円

必

要

経

費

売 上 原 価
（棚卸高加減後の仕入金額）

給料賃金･雇人費
減 価 償 却 費

地代家賃･小作料
借 入 金 利 子 等
租 税 公 課
水 道 光 熱 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
損 害 保 険 料
修 繕 費
消 耗 品 費

計 ②
専従者控除前の所得金額

（①－②） ③
専 従 者 控 除 額 ④
所得金額（③－④） ⑤

12 不動産所得に関する事項
科　　目 金　　額

収
入
金
額

家 賃 収 入 円

地 代 収 入

計 ①

必

要

経

費

固 定 資 産 税
損 害 保 険 料
修 繕 費
減 価 償 却 費

借 入 金 利 子 等

計 ②
専従者控除前の所得金額

（①－②） ③
専 従 者 控 除 額 ④
所得金額（③－④） ⑤

家賃収入などの内訳
借受人氏名（名称） 家賃･地代 期間 賃貸金額計

月 円

13 減価償却費の計算　◆税制改正により、平成19年４月１日以後に取得した減価償却資産と平成19年３月31日以前に取得した減価償却資産で償却率が異なります。

減価償却資産の名称 面積又
は数量 取得年月 ⓐ

取得価格
ⓑ 償却の基準に
 なる金額

耐用
年数

ⓒ
償却率

ⓓ
月割

ⓔ 本年分の償却費
（ⓑ×ⓒ×ⓓ）

ⓕ
専用割合

必要経費算入額
（ⓔ×ⓕ） 未償却残高

年　　月
・

月年円円
 12 

円円％円

・  12 

計

14 寄附先に関する事項
寄附先の名称・所在地

氏  名 続柄 特別障害者に
該当する場合

別居の場
合の住所

給与等の収入金額が850万円を超えており、23歳未満の扶養親族を有する場合や、本人または同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者の
場合に、該当者一人分について記入してください。

級
度

個人番号

円

14－1 寄附金に関する事項
都道府県･市区町村分

（特例控除対象）
住所地の共同募金会･日赤支部分・
都道府県・市区町村分（特例控除対象以外）

住所地の条例指定分（社会福祉法人･学校法人等）
新潟県分 新潟市分

円円円円

16 所得金額調整控除に関する事項

参考　前年中所得のなかった人などの記入欄

① 非課税所得により
生活している

該当のものを○で囲んでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
遺族年金・障害年金・雇用保険・その他（ 　）

②
令和6年1月1日現在の住所

③
右記の者から扶養又は
仕送りを受けている

住所　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　－　　　－

氏名　　　　　　　　　　　　生年月日　 　　･　 　・　　　続柄

④ その他の事情
（生活費の状況など）

該当のものを○で囲んでください。

預貯金・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

18 事業税に関する事項
非課税所得など

番号 所得金額 円

損益通算の特例適用
前の不動産所得

円 

事業用資産の
譲渡損失など

資産の種類 損失額、被災損失額（白）

 円

前年中の開（廃）業 開始･廃止 月　　　　日

□　他都道府県の事務所等

　

源
泉
徴
収
票・生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書・医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど
は
こ
の
面
に
はっ
て
く
だ
さ
い
。

◆ワンストップ特例とは、確定申告をする義務のない人かつ給与及
び公的年金等の所得のみの人が特例控除対象の自治体に寄附した
時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請」をすることで、確定申告を
しなくても所得税分もあわせて市•県民税から控除される制度です。申告
するときには、寄附金についての記載がないと控除されません。

（市•県民税の申告では所得税分の控除まで受けることはできません。）

市・県民税におけるⒶ特定配当等に係る所得及びⒷ特定株式等譲渡所得金額に係る所得につい
て所得税と異なる課税方式を選択する場合は、右欄①の希望する課税方式の□に✓を記入して
ください。また、前記の所得金額を総所得金額に含め、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
を受けようとする場合は右欄②に金額を記入してください。

「都道府県･市区町村分（特例控除対象）」、「住所地の共同募金会･日赤支部分・都道府県・市区町村分（特例控除
対象以外）」の各欄には、当該団体へ寄附した金額を記入してください。「住所地の条例指定分」の「新潟県分」、「新
潟市分」の各欄には新潟県、新潟市の条例で指定された寄附金を支出した場合にそれぞれ記入してください。

令和6年1月1日現在他市
町村に居住していた

生年月日 ・　　・明・大・昭
平・令

ひとり親
控除

母である者
父である者

5万円
1万円

①（寄附金額－2,000円）×10％（市民税8％・県民税2％）
②（寄附金額－2,000円）×（90％－寄附者の所得税の税率（復興特

別所得税含む））
※②の額は、市民税・県民税所得割額の２割が限度です。また、②

の額は、市民税から4/5・県民税から1/5が控除されます。

寄附金の金額

50,000

7 7

○○市○区・・町
新潟　太郎

育児休業中

夫S60   6   6
022  ○○○  ○○○○

ア都道府県・市区町村（特例控除対象）（※1）
イ新潟県共同募金会・日本赤十字社新潟県支部・都道府県・市区町村（特例

控除対象以外）
ウ所得税の対象寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するも

のとして新潟県又は新潟市が条例で指定したもの（※2）
※1 東日本大震災等の被災地の県や市町村への寄附金、日本赤十字社や中央

共同募金会、日本政府などへのうち、義援金も控除の対象となる場合がありま
す。寄附をした都道府県・市区町村が特例控除対象かどうかは総務省のHP
等で確認できます。

※2 新潟県では下記のうち、新潟県内に事務所・事業所を有する法人又は団体
 新潟市では下記のうち、新潟市内に事務所・事業所を有する法人又は団体
 （新潟県のみが条例で指定した団体等への寄附金は、県民税分のみに税

額控除が適用されます。）

都道府県・市区町村（特例控除対象）への寄附金は下記の①と②の合
計額を、それ以外の寄附金は①の額を税額控除します。ただし、控除
の対象となる寄附金の総額は総所得金額等の30％が限度です。

〈対象〉

※配偶者(特別)控除は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合のみ記載しています。

申告書（提出用）の
表面「2所得金額」の⑫の金額

円

源
泉
徴
収
票
な
ど
の
添
付
書
類

　

税 額の計 算（参考）
市民税・県民税の計算方法

主な税額控除

① －

申告書（提出用）の
表面「4所得から差し引かれる金額」の㉘の金額

円 ＝

課税標準額
（千円未満端数切捨て）

,000円

所得割額【概算】

00円③

◎調整控除（合計所得金額2,500万円以下の場合に適用） ◆人的控除の差

◎寄附金税額控除

＋

均等割額
（市民税3,500円・県民税1,500円）

5,000 　　円 ＝
市民税・県民税額【概算】

00円

この⑫の金額が415,000円以下の場合、課税されません。
※ただし、次の場合は金額が異なります。
　ア　同一生計配偶者又は扶養親族（16歳未満含む）がいる場合
　イ　申告者本人が障害者・未成年者・寡婦又はひとり親の場合

課税標準額

,000円② × 税率10％
（市民税8％・県民税2％）＝

所得割額【概算】
（百円未満端数切捨て）

00円

　この所得割額【概算】から、税額控除（調整控除・寄附金税額控除・配当控除など）
や配当割額・株式等譲渡所得割額控除額などを差し引きます。
　なお、分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

・独立行政法人・地方独立行政法人・公益社団法人
・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人　等

〈寄附金税額控除の計算方法〉

200万
円以下

200万
円超

課税標準額 調整控除額
（A）人的控除の差の

合計額（右表参照）
（A）と（B）のいずれか
小さい額の5％を控除

（市民税4％・県民税
1％）

◎配当控除（一般）
課税総所得金額等

1,000万円以下の部分
市民税

配当所得の2.24％
県民税

配当所得の0.56％
課税総所得金額等
1,000万円超の部分

市民税
配当所得の1.12％

県民税
配当所得の0.28％

（B）市・県民税の
課税標準額

｛人的控除の差の合計額－（市・県民税の課税
標準額－200万円）｝×5％（市民税4％・県民税
1％）を控除
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500
円を控除

控除の種類
基礎控除

勤労学生控除

障害者
控除

一般
特別

同居特別

5万円
1万円

10万円
22万円

寡婦控除 1万円

1万円

人的控除の差 控除の種類
配偶者
控除

配偶者
特別控除
右記の配偶者
所得の場合（　　　　　）

扶養控除

一般
老人

48万円超50万円未満

50万円以上55万円未満
一般
特定
老人

同居老親

5万円
10万円
5万円

3万円
5万円

18万円
10万円
13万円

人的控除の差

Ⓐ

ⒷⒶ

Ⓑ

※一般配当以外の配当所得がある場合は、計算方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。

②
配当割額控除額 円

株式等譲渡所得割額控除額 円

7－1　収入の内訳

所得の種類 支払者名・法人番号
又は所在地等 収入金額

円

8　配当所得･雑所得（公的年金等以外）･総合譲渡所得・一時所得に関する事項

所得の種類 種目・支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等 収入金額 必要経費 差引金額

円円円

① □　　　　　　　　　　□その他（　　　　        　　）申告不要制度を選択
ⒶとⒷの全てについて9　課税方式の選択と配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

６ 給与所得の内訳

〔日給などの給与所得のある人で、源泉徴収票のない人は
記入してください。　　　　　　　　　　　　　　 〕
月 日　給 勤務日数 月　収
1 円円

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
賞 与 等 円

合 計

法人番号又は
所在地

勤 務 先 名

電 話 番 号

11 事業（営業等･農業）所得に関する事項
業種 屋号
所在地

科　目 金　 額　
売上（収入）金額計
（雑収入を含む） ① 円

必

要

経

費

売 上 原 価
（棚卸高加減後の仕入金額）

給料賃金･雇人費
減 価 償 却 費

地代家賃･小作料
借 入 金 利 子 等
租 税 公 課
水 道 光 熱 費
旅 費 交 通 費
通 信 費
損 害 保 険 料
修 繕 費
消 耗 品 費

計 ②
専従者控除前の所得金額

（①－②） ③
専 従 者 控 除 額 ④
所得金額（③－④） ⑤

12 不動産所得に関する事項
科　　目 金　　額

収
入
金
額

家 賃 収 入 円

地 代 収 入

計 ①

必

要

経

費

固 定 資 産 税
損 害 保 険 料
修 繕 費
減 価 償 却 費

借 入 金 利 子 等

計 ②
専従者控除前の所得金額

（①－②） ③
専 従 者 控 除 額 ④
所得金額（③－④） ⑤

家賃収入などの内訳
借受人氏名（名称） 家賃･地代 期間 賃貸金額計

月 円

13 減価償却費の計算　◆税制改正により、平成19年４月１日以後に取得した減価償却資産と平成19年３月31日以前に取得した減価償却資産で償却率が異なります。

減価償却資産の名称 面積又
は数量 取得年月 ⓐ

取得価格
ⓑ 償却の基準に
 なる金額

耐用
年数

ⓒ
償却率

ⓓ
月割

ⓔ 本年分の償却費
（ⓑ×ⓒ×ⓓ）

ⓕ
専用割合

必要経費算入額
（ⓔ×ⓕ） 未償却残高

年　　月
・

月年円円
 12 

円円％円

・  12 

計

14 寄附先に関する事項
寄附先の名称・所在地

氏  名 続柄 特別障害者に
該当する場合

別居の場
合の住所

給与等の収入金額が850万円を超えており、23歳未満の扶養親族を有する場合や、本人または同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者の
場合に、該当者一人分について記入してください。

級
度

個人番号

円

14－1 寄附金に関する事項
都道府県･市区町村分

（特例控除対象）
住所地の共同募金会･日赤支部分・
都道府県・市区町村分（特例控除対象以外）

住所地の条例指定分（社会福祉法人･学校法人等）
新潟県分 新潟市分

円円円円

16 所得金額調整控除に関する事項

参考　前年中所得のなかった人などの記入欄

① 非課税所得により
生活している

該当のものを○で囲んでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
遺族年金・障害年金・雇用保険・その他（ 　）

②
令和6年1月1日現在の住所

③
右記の者から扶養又は
仕送りを受けている

住所　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　－　　　－

氏名　　　　　　　　　　　　生年月日　 　　･　 　・　　　続柄

④ その他の事情
（生活費の状況など）

該当のものを○で囲んでください。

預貯金・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

18 事業税に関する事項
非課税所得など

番号 所得金額 円

損益通算の特例適用
前の不動産所得

円 

事業用資産の
譲渡損失など

資産の種類 損失額、被災損失額（白）

 円

前年中の開（廃）業 開始･廃止 月　　　　日

□　他都道府県の事務所等

　

源
泉
徴
収
票・生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書・医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど
は
こ
の
面
に
はっ
て
く
だ
さ
い
。

◆ワンストップ特例とは、確定申告をする義務のない人かつ給与及
び公的年金等の所得のみの人が特例控除対象の自治体に寄附した
時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請」をすることで、確定申告を
しなくても所得税分もあわせて市•県民税から控除される制度です。申告
するときには、寄附金についての記載がないと控除されません。

（市•県民税の申告では所得税分の控除まで受けることはできません。）

市・県民税におけるⒶ特定配当等に係る所得及びⒷ特定株式等譲渡所得金額に係る所得につい
て所得税と異なる課税方式を選択する場合は、右欄①の希望する課税方式の□に✓を記入して
ください。また、前記の所得金額を総所得金額に含め、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
を受けようとする場合は右欄②に金額を記入してください。

「都道府県･市区町村分（特例控除対象）」、「住所地の共同募金会･日赤支部分・都道府県・市区町村分（特例控除
対象以外）」の各欄には、当該団体へ寄附した金額を記入してください。「住所地の条例指定分」の「新潟県分」、「新
潟市分」の各欄には新潟県、新潟市の条例で指定された寄附金を支出した場合にそれぞれ記入してください。

令和6年1月1日現在他市
町村に居住していた

生年月日 ・　　・明・大・昭
平・令

ひとり親
控除

母である者
父である者

5万円
1万円

①（寄附金額－2,000円）×10％（市民税8％・県民税2％）
②（寄附金額－2,000円）×（90％－寄附者の所得税の税率（復興特

別所得税含む））
※②の額は、市民税・県民税所得割額の２割が限度です。また、②

の額は、市民税から4/5・県民税から1/5が控除されます。

寄附金の金額

6　給与所得の内訳

20 80,000
15 60,000
22 88,000

〜 〜 〜

記入例

記入例

⎫
⎬
⎭

令和

令和

令和 7年度　市民税・県民税申告の手引き
（令和 6年分所得）

新 潟 市

前年収入があった人　⇒　申告書の裏面に内訳を記入します。

●　収入及び所得について

●　寄附金控除について

●　�申告相談期間中（ 2 /17～ 3 /17）は、申告相談会場
が大変混雑し、長時間お待ちいただくことがありま
すので、郵送での提出をおすすめします。

1 　市民税・県民税の申告が不要な人
①　所得税の確定申告書を提出する人（所得税の申告義務がある人、所得税の還付申告をする人など）
例）給与所得者で年末調整をしていない人（年の途中で退職し年末調整していない人）
例）公的年金等の収入が400万円以下の人又は給与所得者（年末調整済）で、その他の所得が20万円を超える人

　※確定申告の提出が必要な要件について、詳しくは税務署の確定申告の手引きをご参照ください。
②　給与所得のみの人で勤務先から新潟市へ給与支払報告書が提出されている人
③　公的年金等のみの人（遺族年金・障害年金を除く）で支払先から新潟市へ年金支払報告書が提出されている人
④　上記①、②、③の扶養親族となっている人（新潟市以外で課税されている人の扶養親族の場合は申告が必要です）

2 　市民税・県民税の申告が必要な人
①　事業・農業を営んでいた人
②　地代・家賃収入があった人
③　�配当収入（住民税が源泉徴収されていないもの）が
あった人

④　��公的年金以外の雑所得（個人年金など）があった人
⑤　遺族年金や障害年金のみの受給者

⑥　��雇用保険（失業給付）のみの受給者
⑦　育児休業中の人
⑧　休職・求職中の人　
⑨　扶養や仕送りを受けていた人
⑩　預貯金で生活していた人　
　　など　

（上記 1の人は除く）※原則、令和 7年 1月 1日現在の住所地で申告をすることになります。
※申告がないと不都合が生じることが
あります。
　��国民健康保険などの各種保険料や保
育料・医療費の自己負担割合・児童
手当や教育関係支援金など、市の各
種制度の算定や判定に所得金額や税
額が使用されています。　

3 　市民税・県民税の申告をした方がいい人
①　年末調整済の給与所得者や公的年金等受給者で、所得税の精算は必要ないが追加する控除がある人
例）年末調整済の給与所得者で、住宅借入金等特別控除があり源泉徴収税額が「 0円」の人で、医療費控除を追加で申告する。
例）公的年金等のみ（収入金額の合計が400万円以下）の人（所得税の還付なし）で、配偶者控除や障害者控除を追加で申告する。

②　（所得税の確定申告の義務がない場合）年末調整をしていない給与所得者で所得控除を申告する人

※所得税の精算（＝確定申告）は不要だが、追加する控除がある人など。

給 与 所 得 の 計 算 表
（Ａ）給与等の
収入金額の合計 円

申告書「 1　収入金額等」の「カ」に（Ａ）の金額を転記してください。

給与等の収入金額の合計 給与所得の金額（1円未満切捨）

～ 550,999 円 0 円

551,000 ～ 1,618,999 円 （A）−550,000 円

1,619,000 ～ 1,619,999 円 1,069,000 円

1,620,000 ～ 1,621,999 円 1,070,000 円

1,622,000 ～ 1,623,999 円 1,072,000 円

1,624,000 ～ 1,627,999 円 1,074,000 円

1,628,000 ～ 1,799,999 円
（Ａ）÷ 4＝（Ｂ）
※�（Ｂ）は千円未
満切捨

（B）×2.4＋100,000 円

1,800,000 ～ 3,599,999 円 （B）×2.8− 80,000 円

3,600,000 ～ 6,599,999 円 （B）×3.2−440,000 円

6,600,000 ～ 8,499,999 円 （A）×0.9−1,100,000 円

8,500,000 ～ 円 （A）−1,950,000 円

公的年金等に係る雑所得の計算表
（Ｃ）公的年金等の収入金額の合計 円

申告書「 1　収入金額等」の「キ」に（Ｃ）の金額を転記してください。
生年月日 公的年金等の収入金額の合計 雑所得の金額（ 1円未満切捨）

昭和35年
1月1日以前に
生まれた人
（65歳以上）

～ 1,100,000 円 0 円
1,100,001 ～ 3,299,999 円（C）� －1,100,000 円
3,300,000 ～ 4,099,999 円（C）×0.75� －275,000 円
4,100,000 ～ 7,699,999 円（C）×0.85� －685,000 円
7,700,000 ～ 9,999,999 円（C）×0.95�－1,455,000 円
10,000,000 ～ 円（C）� －1,955,000 円

昭和35年
1月2日以後に
生まれた人
（65歳未満）

～ 600,000 円 0 円
600,001 ～ 1,299,999 円（C）� －600,000 円

1,300,000 ～ 4,099,999 円（C）×0.75� －275,000 円
4,100,000 ～ 7,699,999 円（C）×0.85� －685,000 円
7,700,000 ～ 9,999,999 円（C）×0.95�－1,455,000 円
10,000,000 ～ 円（C）� －1,955,000 円

（C）公的年金等の収入金額を上記の表にあてはめて計算し、申告書「 2　
所得金額」の⑦に転記してください。
※��公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超
える場合はお問い合わせください。

令和 6年分の所得で該当するものを申告書に記入してください。所得の種類

給与、公的年金等

事業、不動産

　「 7 − 1　収入の内訳」に
　源泉徴収票より支払者と収入金額等を転記します。

「14− 1 　寄附金に関する事項」と「14− 2 　寄附先に関する事項」の両方
に記入します。
※�都道府県・市区町村分（特例控除対象）のワンストップ特例（寄附金税額
控除に係る申告特例申請）は申告書を提出すると無効になりますので、寄
附した全額を申告します。
※�寄附をした都道府県・市区町村が特例控除対象かどうかは総務省のホーム
ページ等で確認できます。

「参考　前年中所得のなかった人などの記入欄」
の該当するところを記入します。

記入例は育児休業中で前年収入がなかったため
夫の扶養となっていた場合

記入例は都道府県・市区町村（特例控除対象）へ50,000円の寄附
をした場合

帳簿や領収書等より、収入（売上）金額と必要経費の金額を「 7 − 2　事業（営業等・農業）所得に関する事項」や
「 7 − 3　不動産所得に関する事項」に記入します。10 万円以上の償却資産（備品等）を購入した場合は、「 7 − 4　減価
償却費の計算」を記入します。

源泉徴収票をもらっていない人は、
「 6　給与所得の内訳」に
給与明細書等で金額を確認して記入します。

4 　市民税・県民税の申告書について
●　新潟市ホームページで申告書の作成・印刷ができます。「個人住民税額の試算と申告書の作成」ページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▷　http://www.city.niigata.lg.jp/
●　申告に必要なもの（添付書類チェック表）は、申告書＜提出用＞の右ページをご覧ください。
　・申告書には、本人・配偶者・扶養親族の個人番号の記入が必要です。
　・代理人による申告の場合は、本人と代理人の身元確認書類の提出が必要です。
　・添付資料の返却や申告書の写しをご希望の場合は、返信用封筒（切手を貼ったもの）とその旨のメモ等を同封してください。

検索新潟市　申告書作成

① 事
　
業

営 業 等 販売業、製造業、飲食店業、建設業、サービス業などの営業及び医師、
弁護士、外交員、集金人などの事業から生じる所得

② 農 業 農産物の生産、果樹栽培、家畜の飼育などから生じる所得

③ 不 動 産 貸家、貸間、貸アパート、貸駐車場、貸地などによる所得

④ 利 子

公社債や預貯金の利子及び公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金
などによる所得
昭和63年 4 月 1 日以降の期間に対応の利子等は原則として 5 ％の特別
徴収（利子から天引き）による分離課税のため、申告の必要はありま
せん。

⑤ 配 当
株式や出資金に対する利益の配当、剰余金の分配などによる所得
上場株式分は原則、申告不要です。（※所得税15.315%、住民税 5 %が
源泉徴収されています。）

⑥ 給 与 給与（パート、アルバイトを含む）賃金、賞与による所得
（左下の「給与所得の計算表」から計算します。）

⑦

雑

公的年金等 公的年金等（厚生年金、国民年金、共済年金、恩給など）による所得
（右下の「公的年金等に係る雑所得の計算表」から計算します。）

⑧ 業 務 シルバー人材センターの配分金・原稿料・講演料又はネットオークションを利用し
た個人取引などの副収入による所得（収入金額−必要経費＝所得金額となります。）

⑨ そ の 他 個人年金など上記①～⑧及び⑪のいずれにも該当しない所得
（収入金額−必要経費＝所得金額となります。）

⑪
総 合 譲 渡 土地、建物、有価証券以外の資産（営業権、車両、機械器具など）の譲渡による所

得で、所有期間によって長期（ 5年超）と短期（ 5年以内）に区分されます。
一 時 賞金、懸賞当選金、生命保険の満期返戻金などのような一時的な所得
※　総合長期、一時は「収入金額−必要経費−特別控除（最高50万円）」の 1 / 2 が課税対象です。

（A）給与等の収入金額を左の表にあてはめて計算
し、「 2　所得金額」の⑥に転記してください。
1 ．��給与等の収入金額が850万円を超え、次のいず
れかに該当する場合は、給与所得から[給与
等の収入金額（1,000万円上限）－850万円]×
10％を控除した金額を申告書「2　所得金額」
の⑥に転記してください。

　・��23歳未満の扶養親族を有する
　・��本人が特別障害者である
　・��特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を
有する

　⇒�該当する場合は、申告書裏面「15　所得金額調
整控除に関する事項」を記入してください。

2 ．��給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方に
金額があり、その合計が10万円を超える場合
は、次の式により計算した金額を申告書「2　
所得金額」の⑥に転記してください。

　　��⑥＝「給与所得の計算表」で計算した金額－
［「給与所得の計算表」で計算した金額（10万円
限度）＋「公的年金等に係る雑所得の計算表」
で計算した金額（10万円限度）－10万円］

　※ 1の適用がある場合は、その後控除します。

5 　申告のお問い合わせ先
●　市民税・県民税の申告について
　〒951-8554　新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階　新潟市市民税課
　＜中央区・南区＞市民税第１係　　025－226－2245
　＜東区・江南区＞市民税第２係　　025－226－2365
　＜西区・西蒲区＞市民税第３係　　025－226－2370
　＜北区・秋葉区＞市民税第４係　　025－226－2375

※お住まいの区の担当係又は税務署にお問い合わせください。

●　確定申告（所得税）について
＜対象区：北区・東区・中央区・江南区・南区・西区＞
　新潟税務署　025－229－2151
＜対象区：秋葉区＞　新津税務署　0250－22－2151　
＜対象区：西蒲区＞　巻税務署　　0256－72－2355　

◎　�市民税・県民税を減額するためには、追加する控除を申告する必要があります。※所得金額が均等割課税及び所得割課税の基準金額（税法上の扶養
親族の数等により基準金額は変わります）に満たない人は控除を追加しても減額にならない場合があります。

記入例
記入例

寄附金控除に関する証明書を添付してください。

令和 6年能登半島地震により被害を受けられた方へ
　令和 6年能登半島地震により住宅や家財などの資産に被害を受けられた方は、雑損控除が受けられる場合があります。
～雑損控除とは～
　��　災害等により資産に被害を受けたとき、その損失額に基づいて計算した金額を所得金額から差し引くことができる所得控除です。対象と
なる資産は、納税者本人又はその人と生計を一にする配偶者その他の親族（その年分の総所得金額等の合計額が48万円以下である人に限り
ます）の有する生活に通常必要な資産（住宅、家財、自動車等）です。
～必要な手続き～
　��　雑損控除の適用を受けるには、所得税の確定申告または市・県民税申告が必要です。（注１）
　��　市・県民税申告の際には、裏面「㉖雑損控除」を参考に申告書を記載するとともに、必要な書類を添付してください。
～必要な書類～
　①　��「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」（災害関連支出がある場合は併せて「雑損控除額の計算書」または「雑損失の金額の計算書」）（注２）
　②　��被害を受けた資産の明細（資産内容、取得時期、取得価格等）が分かるもの
　③　��災害関連支出の明細（請求書、領収書）が分かるもの（注３）
　④　��被害を受けたことにより受け取る保険金、新潟市や県からの支援金等が分かるもの（保険金、支援金等が支給された場合のみ）
　⑤　��り災証明書の写し
（注１）　��以下に該当する方は、確定申告で雑損控除を申告してください。
　　　　ア．��所得税の申告義務がある人
　　　　イ．��給与や公的年金等から源泉徴収された所得税の還付を受ける人
　　　　　　※��なお、例年市・県民税の申告をしている人でも、雑損控除を申告することで給与や公的年金等から源泉徴収済みの所得税に還

付額が発生する場合には、所得税の確定申告で雑損控除を申告してください
（注２）　��税務署の説明会で作成したものや、国税庁ホームページなどを利用して作成したもの
　　　　（「雑損控除損失額計算チェックシート」や「雑損控除適用判定表」ではありません）
（注３）　��「災害等関連支出」とは、被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用その他これに類するものをいいます。
※１．損失額が大きく控除しきれない場合には、翌年以後（５年間が限度）に繰り越すことができます。
※２．雑損控除に関する新潟市ホームページは右の二次元コードからご覧ください。　　 　　雑損控除の申告について



記入例

記入例

記入例
記入例

記入例

記入例

記入例

記入例

源泉徴収票より

㉖

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　　・

損害金額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額
円円円

㉗
医療費控除

セルフメディケーション税制
選択する場合は✓を記入してください

支払医療費又は医薬品等購入費 保険金などで補塡される金額
円円□

雑 損 控 除 ㉖
⑬から㉔までの計

医 療 費 控 除 ㉗

受 付 者

（宛先）新潟市長　　　　　　　年　　月　　日提出

フリガナ 明治・大正・昭和・平成・令和

　　年　　月　　日生氏名

生
年
月
日

職業
個人番号

電 話
整理番号

自宅・勤務先・携帯　  　　　　　　
現 住 所

市民税・県民税の申告について

★★郵送での申告をおすすめします★★

1月1日現在
の 住 所

令 和 5 年

令和5年度分  市民税・県民税申告書　〈提出用〉
（令和4年分所得）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※氏名・フリガナは、必ず記入してください。

025-226-2245

025-226-2370
025-226-2365

025-226-2375

市 民 税 第 1 係

市 民 税 第 4 係

〈中央区・南区〉
市 民 税 第 2 係〈東区・江南区〉

〈北区・秋葉区〉

申 告 に 必 要 な も の

添 付 書 類 チ ェ ッ ク 表

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「申告の手引き」をご覧ください。

①　市民税・県民税申告書　　　　②　添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等
③　個人番号カード（マイナンバーカード）、又は通知カードと身元確認書類（運転免許証・健康保険証等）

お問い合わせ先 郵送での提出先

※申告書を提出する前に、チェック欄で確認をしてください。

申告書裏面の11（事業）もしくは12（不動産）に記
入してありますか？

⇒ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、それを参考に申告
　書の裏面11または12に記入してください。

令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
障害者手帳がありますか？
障害者控除対象者認定書がありますか？

寄附金の領収書・受領証明書がありますか？

⇒紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は年金事務所等の年金支払先で再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は個人年金の支払先から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険者等から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険会社等から再交付を受けてください。

⇒障害者手帳の写しを添付してください。

地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

⇒お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

⇒寄附先へお問い合わせください。

● 郵送で提出する場合は、下記の添付書類チェック表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封してください。
　控除に必要な書類を添付しなかった場合は、控除が受けられず市民税・県民税が高く計算されることがあります。

　　添付した書類の返却を希望する方は、書類の返却を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してくださ
い。申告書の控が必要な方は、ご自身で同封の申告書＜控用＞に記載するか、控が必要な旨の書面と切手を貼付した返信
用封筒を同封してください。

。いさだくてしに考参のどなせわ合い問お、合場の』えいい『が欄クッェチ項事認確等目項 チェック欄
はい

　
所

得

控

除

事業・不動産

給与
公的年金等（雑所得）
個人年金（雑所得）

社会保険料控除

課税方式の選択

生命保険料控除
地震保険料控除

障害者控除

寄附金税額控除

□

□
□
□

□

□
□

□

□

いいえ

□

□
□
□

□ □

□

□

□

□

□ □令和4年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を事前に集計した明細書がありますか？医療費控除 ⇒事前に集計した明細書の添付がない場合、控除が受けられません。

　領収書は添付せず、5年間保存してください。 

◆個人番号カード（マイナンバーカード）や通知カードの写しは、個人番号がわかる状態で添付してください。
◆健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号等を黒く塗りつぶしてください。

３　所得から差し引かれる金額に関する事項
⑬

社会保険料
控除

国民健康保険料 介護保険料 国民年金保険料
円円円

後期高齢者医療保険料 その他（　　　　　　　） 合計
円円円

⑭
小規模企業

共済等掛金控除

支払った共済等掛金の名称 支払った共済等掛金の合計額
円

⑮

生命保険料
控除

新生命保険料合計額 旧生命保険料合計額 介護医療保険料合計額
円円円

新個人年金保険料合計額 旧個人年金保険料合計額
円円

⑯地震保険
料控除

地震契約分の支払保険料合計額 旧長期契約分の支払保険料合計額
円円

⑰～⑲
寡婦控除・ひとり親控除
勤労学生控除

⑰　■寡婦控除
■死別  ■生死不明
■離婚  ■未帰還

⑲ ■ 勤労学生控除⑱ ■ ひとり親
　 　 控除 （学校名）

⑳
障害者控除

名氏 級
度

名氏 級
度

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

㉑～㉒
配偶者控除・

配偶者特別控除・
同一生計配偶者

氏名 配偶者の
合計所得金額

円

生 年
月 日

明・大
昭・平  ・  ・ 個人

番号

別居の場合の住所

㉓
　
扶
養
控
除

氏名 生年月日 続柄 同居・別居
の区分　　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平  ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

2
明・大
昭・平 ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

3
明・大

平・令

平・令

平・令

昭・平 ・　・ □  同居
□  別居

個人番号

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1
□  同居
□  別居

個人番号

2

・　・

□  同居
□  別居

個人番号

3
□  同居
□  別居

個人番号

５　事業専従者に関する事項
氏名 生年月日 続柄 従事月数 同居・別居

の区分　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

2
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

所得税における青色申告の
承認の有無 承認あり・承認なし 合計額 円

６ 給与・公的年金等に係る所得以外（令和5年4月1日において65歳
未満の方は給与所得以外� 　）

の所得に係る市民税・県民税の納税方法
給与から差引き（特別徴収） □
自分で納付　 （普通徴収） □

１　

収

入

金

額

等

事
業

営 業 等 ア 円

農 業 イ
不 動 産 ウ
利 子 エ
配 当 オ
給 与 カ

雑
公的年金等 キ

そ の 他 ケ
業 　 務 ク

短 期 コ
長 期 サ

一　　　 時 シ

２　

所

得

金

額

事
業

営 業 等 ①
農 業 ②

不 動 産 ③
利 子 ④
配 当 ⑤
給 与 ⑥

総合譲渡・一時 ⑪
合計（①から⑥＋⑩＋⑪）

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬
小 規 模 企 業 共
済 等 掛 金 控 除 ⑭

⑦
⑧
⑨
⑩

⑫

生命保険料控除 ⑮
地震保険料控除 ⑯
寡婦・ひとり親控除
勤労学生・障害者控除 ⑲～

　⑳
㉑～
　㉒

⑰～
　⑱

0 0 0 0
0 0 0 0

配偶者（特別）控除

この下の欄は、記入しないでください。（添付書類：  有 ・ 無  ）
扶養障害 年少有 特定 同老 老 他 同特 特別 他

内内内

本人障害 寡婦 ひとり親 勤労学 本人専 青色申 専従 所得
調整次年送他配他別特

運 　 マ 　 パ 　 在 　 手
　 健 　 キ 　 学 　 源 　 納

居住
年月日 　年　月　日

区分

㉘

㉕

扶 養 控 除 ㉓
基 礎 控 除 ㉔

合計（㉕＋㉖＋㉗）

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
控
除
対
象
外
）

□
同一生計配偶者

の場合は✓

老
同配控配 扶養親族

－ －

電話番号（直通）お住まいの区 担　当　係

上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得
金額について所得税と異なる課税方式を選択する
場合、特定口座年間取引報告書等（写し可）と確定
申告書の本人控の写しは添付しましたか？

⇒特定口座年間取引報告書等を紛失した場合は、それぞれの証券会
社等にお問い合わせください。

・　・

・　・

市 民 税 第 3 係〈西区・西蒲区〉

別紙「市民税・県民税申告の手引き」を参照して申告書
を記入の上、期限までに提出してください。

●申告相談期間中（2/16～3/15）の申告会場は大変混
雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、できる
だけ郵送での提出をお願いします。

ZK
1C

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階

新潟市財務部市民税課　市民税第　　係　行

総
合
譲
渡

雑

公的年金等
業 務
そ の 他
⑦から⑨の計

160,000 69.690

5,000 234,690

㉖

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　　・

損害金額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額
円円円

㉗
医療費控除

セルフメディケーション税制
選択する場合は✓を記入してください

支払医療費又は医薬品等購入費 保険金などで補塡される金額
円円□

雑 損 控 除 ㉖
⑬から㉔までの計

医 療 費 控 除 ㉗

受 付 者

（宛先）新潟市長　　　　　　　年　　月　　日提出

フリガナ 明治・大正・昭和・平成・令和

　　年　　月　　日生氏名

生
年
月
日

職業
個人番号

電 話
整理番号

自宅・勤務先・携帯　  　　　　　　
現 住 所

市民税・県民税の申告について

★★郵送での申告をおすすめします★★

1月1日現在
の 住 所

令 和 5 年

令和5年度分  市民税・県民税申告書　〈提出用〉
（令和4年分所得）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※氏名・フリガナは、必ず記入してください。

025-226-2245

025-226-2370
025-226-2365

025-226-2375

市 民 税 第 1 係

市 民 税 第 4 係

〈中央区・南区〉
市 民 税 第 2 係〈東区・江南区〉

〈北区・秋葉区〉

申 告 に 必 要 な も の

添 付 書 類 チ ェ ッ ク 表

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「申告の手引き」をご覧ください。

①　市民税・県民税申告書　　　　②　添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等
③　個人番号カード（マイナンバーカード）、又は通知カードと身元確認書類（運転免許証・健康保険証等）

お問い合わせ先 郵送での提出先

※申告書を提出する前に、チェック欄で確認をしてください。

申告書裏面の11（事業）もしくは12（不動産）に記
入してありますか？

⇒ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、それを参考に申告
　書の裏面11または12に記入してください。

令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
障害者手帳がありますか？
障害者控除対象者認定書がありますか？

寄附金の領収書・受領証明書がありますか？

⇒紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は年金事務所等の年金支払先で再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は個人年金の支払先から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険者等から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険会社等から再交付を受けてください。

⇒障害者手帳の写しを添付してください。

地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

⇒お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

⇒寄附先へお問い合わせください。

● 郵送で提出する場合は、下記の添付書類チェック表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封してください。
　控除に必要な書類を添付しなかった場合は、控除が受けられず市民税・県民税が高く計算されることがあります。

　　添付した書類の返却を希望する方は、書類の返却を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してくださ
い。申告書の控が必要な方は、ご自身で同封の申告書＜控用＞に記載するか、控が必要な旨の書面と切手を貼付した返信
用封筒を同封してください。

。いさだくてしに考参のどなせわ合い問お、合場の』えいい『が欄クッェチ項事認確等目項 チェック欄
はい

　
所

得

控

除

事業・不動産

給与
公的年金等（雑所得）
個人年金（雑所得）

社会保険料控除

課税方式の選択

生命保険料控除
地震保険料控除

障害者控除

寄附金税額控除

□

□
□
□

□

□
□

□

□

いいえ

□

□
□
□

□ □

□

□

□

□

□ □令和4年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を事前に集計した明細書がありますか？医療費控除 ⇒事前に集計した明細書の添付がない場合、控除が受けられません。

　領収書は添付せず、5年間保存してください。 

◆個人番号カード（マイナンバーカード）や通知カードの写しは、個人番号がわかる状態で添付してください。
◆健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号等を黒く塗りつぶしてください。

３　所得から差し引かれる金額に関する事項
⑬

社会保険料
控除

国民健康保険料 介護保険料 国民年金保険料
円円円

後期高齢者医療保険料 その他（　　　　　　　） 合計
円円円

⑭
小規模企業

共済等掛金控除

支払った共済等掛金の名称 支払った共済等掛金の合計額
円

⑮

生命保険料
控除

新生命保険料合計額 旧生命保険料合計額 介護医療保険料合計額
円円円

新個人年金保険料合計額 旧個人年金保険料合計額
円円

⑯地震保険
料控除

地震契約分の支払保険料合計額 旧長期契約分の支払保険料合計額
円円

⑰～⑲
寡婦控除・ひとり親控除
勤労学生控除

⑰　■寡婦控除
■死別  ■生死不明
■離婚  ■未帰還

⑲ ■ 勤労学生控除⑱ ■ ひとり親
　 　 控除 （学校名）

⑳
障害者控除

名氏 級
度

名氏 級
度

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

㉑～㉒
配偶者控除・

配偶者特別控除・
同一生計配偶者

氏名 配偶者の
合計所得金額

円

生 年
月 日

明・大
昭・平  ・  ・ 個人

番号

別居の場合の住所

㉓
　
扶
養
控
除

氏名 生年月日 続柄 同居・別居
の区分　　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平  ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

2
明・大
昭・平 ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

3
明・大

平・令

平・令

平・令

昭・平 ・　・ □  同居
□  別居

個人番号

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1
□  同居
□  別居

個人番号

2

・　・

□  同居
□  別居

個人番号

3
□  同居
□  別居

個人番号

５　事業専従者に関する事項
氏名 生年月日 続柄 従事月数 同居・別居

の区分　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

2
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

所得税における青色申告の
承認の有無 承認あり・承認なし 合計額 円

６ 給与・公的年金等に係る所得以外（令和5年4月1日において65歳
未満の方は給与所得以外� 　）

の所得に係る市民税・県民税の納税方法
給与から差引き（特別徴収） □
自分で納付　 （普通徴収） □

１　

収

入

金

額

等

事
業

営 業 等 ア 円

農 業 イ
不 動 産 ウ
利 子 エ
配 当 オ
給 与 カ

雑
公的年金等 キ

そ の 他 ケ
業 　 務 ク

短 期 コ
長 期 サ

一　　　 時 シ

２　

所

得

金

額

事
業

営 業 等 ①
農 業 ②

不 動 産 ③
利 子 ④
配 当 ⑤
給 与 ⑥

総合譲渡・一時 ⑪
合計（①から⑥＋⑩＋⑪）

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬
小 規 模 企 業 共
済 等 掛 金 控 除 ⑭

⑦
⑧
⑨
⑩

⑫

生命保険料控除 ⑮
地震保険料控除 ⑯
寡婦・ひとり親控除
勤労学生・障害者控除 ⑲～

　⑳
㉑～
　㉒

⑰～
　⑱

0 0 0 0
0 0 0 0

配偶者（特別）控除

この下の欄は、記入しないでください。（添付書類：  有 ・ 無  ）
扶養障害 年少有 特定 同老 老 他 同特 特別 他

内内内

本人障害 寡婦 ひとり親 勤労学 本人専 青色申 専従 所得
調整次年送他配他別特

運 　 マ 　 パ 　 在 　 手
　 健 　 キ 　 学 　 源 　 納

居住
年月日 　年　月　日

区分

㉘

㉕

扶 養 控 除 ㉓
基 礎 控 除 ㉔

合計（㉕＋㉖＋㉗）

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
控
除
対
象
外
）

□
同一生計配偶者

の場合は✓

老
同配控配 扶養親族

－ －

電話番号（直通）お住まいの区 担　当　係

上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得
金額について所得税と異なる課税方式を選択する
場合、特定口座年間取引報告書等（写し可）と確定
申告書の本人控の写しは添付しましたか？

⇒特定口座年間取引報告書等を紛失した場合は、それぞれの証券会
社等にお問い合わせください。

・　・

・　・

市 民 税 第 3 係〈西区・西蒲区〉

別紙「市民税・県民税申告の手引き」を参照して申告書
を記入の上、期限までに提出してください。

●申告相談期間中（2/16～3/15）の申告会場は大変混
雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、できる
だけ郵送での提出をお願いします。

ZK
1C

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階

新潟市財務部市民税課　市民税第　　係　行

総
合
譲
渡

雑

公的年金等
業 務
そ の 他
⑦から⑨の計

36,000心身障害者扶養共済掛金

㉖

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　　・

損害金額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額
円円円

㉗
医療費控除

セルフメディケーション税制
選択する場合は✓を記入してください

支払医療費又は医薬品等購入費 保険金などで補塡される金額
円円□

雑 損 控 除 ㉖
⑬から㉔までの計

医 療 費 控 除 ㉗

受 付 者

（宛先）新潟市長　　　　　　　年　　月　　日提出

フリガナ 明治・大正・昭和・平成・令和

　　年　　月　　日生氏名

生
年
月
日

職業
個人番号

電 話
整理番号

自宅・勤務先・携帯　  　　　　　　
現 住 所

市民税・県民税の申告について

★★郵送での申告をおすすめします★★

1月1日現在
の 住 所

令 和 5 年

令和5年度分  市民税・県民税申告書　〈提出用〉
（令和4年分所得）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※氏名・フリガナは、必ず記入してください。

025-226-2245

025-226-2370
025-226-2365

025-226-2375

市 民 税 第 1 係

市 民 税 第 4 係

〈中央区・南区〉
市 民 税 第 2 係〈東区・江南区〉

〈北区・秋葉区〉

申 告 に 必 要 な も の

添 付 書 類 チ ェ ッ ク 表

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「申告の手引き」をご覧ください。

①　市民税・県民税申告書　　　　②　添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等
③　個人番号カード（マイナンバーカード）、又は通知カードと身元確認書類（運転免許証・健康保険証等）

お問い合わせ先 郵送での提出先

※申告書を提出する前に、チェック欄で確認をしてください。

申告書裏面の11（事業）もしくは12（不動産）に記
入してありますか？

⇒ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、それを参考に申告
　書の裏面11または12に記入してください。

令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
障害者手帳がありますか？
障害者控除対象者認定書がありますか？

寄附金の領収書・受領証明書がありますか？

⇒紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は年金事務所等の年金支払先で再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は個人年金の支払先から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険者等から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険会社等から再交付を受けてください。

⇒障害者手帳の写しを添付してください。

地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

⇒お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

⇒寄附先へお問い合わせください。

● 郵送で提出する場合は、下記の添付書類チェック表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封してください。
　控除に必要な書類を添付しなかった場合は、控除が受けられず市民税・県民税が高く計算されることがあります。

　　添付した書類の返却を希望する方は、書類の返却を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してくださ
い。申告書の控が必要な方は、ご自身で同封の申告書＜控用＞に記載するか、控が必要な旨の書面と切手を貼付した返信
用封筒を同封してください。

。いさだくてしに考参のどなせわ合い問お、合場の』えいい『が欄クッェチ項事認確等目項 チェック欄
はい

　
所

得

控

除

事業・不動産

給与
公的年金等（雑所得）
個人年金（雑所得）

社会保険料控除

課税方式の選択

生命保険料控除
地震保険料控除

障害者控除

寄附金税額控除

□

□
□
□

□

□
□

□

□

いいえ

□

□
□
□

□ □

□

□

□

□

□ □令和4年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を事前に集計した明細書がありますか？医療費控除 ⇒事前に集計した明細書の添付がない場合、控除が受けられません。

　領収書は添付せず、5年間保存してください。 

◆個人番号カード（マイナンバーカード）や通知カードの写しは、個人番号がわかる状態で添付してください。
◆健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号等を黒く塗りつぶしてください。

３　所得から差し引かれる金額に関する事項
⑬

社会保険料
控除

国民健康保険料 介護保険料 国民年金保険料
円円円

後期高齢者医療保険料 その他（　　　　　　　） 合計
円円円

⑭
小規模企業

共済等掛金控除

支払った共済等掛金の名称 支払った共済等掛金の合計額
円

⑮

生命保険料
控除

新生命保険料合計額 旧生命保険料合計額 介護医療保険料合計額
円円円

新個人年金保険料合計額 旧個人年金保険料合計額
円円

⑯地震保険
料控除

地震契約分の支払保険料合計額 旧長期契約分の支払保険料合計額
円円

⑰～⑲
寡婦控除・ひとり親控除
勤労学生控除

⑰　■寡婦控除
■死別  ■生死不明
■離婚  ■未帰還

⑲ ■ 勤労学生控除⑱ ■ ひとり親
　 　 控除 （学校名）

⑳
障害者控除

名氏 級
度

名氏 級
度

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

㉑～㉒
配偶者控除・

配偶者特別控除・
同一生計配偶者

氏名 配偶者の
合計所得金額

円

生 年
月 日

明・大
昭・平  ・  ・ 個人

番号

別居の場合の住所

㉓
　
扶
養
控
除

氏名 生年月日 続柄 同居・別居
の区分　　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平  ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

2
明・大
昭・平 ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

3
明・大

平・令

平・令

平・令

昭・平 ・　・ □  同居
□  別居

個人番号

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1
□  同居
□  別居

個人番号

2

・　・

□  同居
□  別居

個人番号

3
□  同居
□  別居

個人番号

５　事業専従者に関する事項
氏名 生年月日 続柄 従事月数 同居・別居

の区分　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

2
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

所得税における青色申告の
承認の有無 承認あり・承認なし 合計額 円

６ 給与・公的年金等に係る所得以外（令和5年4月1日において65歳
未満の方は給与所得以外� 　）

の所得に係る市民税・県民税の納税方法
給与から差引き（特別徴収） □
自分で納付　 （普通徴収） □

１　

収

入

金

額

等

事
業

営 業 等 ア 円

農 業 イ
不 動 産 ウ
利 子 エ
配 当 オ
給 与 カ

雑
公的年金等 キ

そ の 他 ケ
業 　 務 ク

短 期 コ
長 期 サ

一　　　 時 シ

２　

所

得

金

額

事
業

営 業 等 ①
農 業 ②

不 動 産 ③
利 子 ④
配 当 ⑤
給 与 ⑥

総合譲渡・一時 ⑪
合計（①から⑥＋⑩＋⑪）

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬
小 規 模 企 業 共
済 等 掛 金 控 除 ⑭

⑦
⑧
⑨
⑩

⑫

生命保険料控除 ⑮
地震保険料控除 ⑯
寡婦・ひとり親控除
勤労学生・障害者控除 ⑲～

　⑳
㉑～
　㉒

⑰～
　⑱

0 0 0 0
0 0 0 0

配偶者（特別）控除

この下の欄は、記入しないでください。（添付書類：  有 ・ 無  ）
扶養障害 年少有 特定 同老 老 他 同特 特別 他

内内内

本人障害 寡婦 ひとり親 勤労学 本人専 青色申 専従 所得
調整次年送他配他別特

運 　 マ 　 パ 　 在 　 手
　 健 　 キ 　 学 　 源 　 納

居住
年月日 　年　月　日

区分

㉘

㉕

扶 養 控 除 ㉓
基 礎 控 除 ㉔

合計（㉕＋㉖＋㉗）

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
控
除
対
象
外
）

□
同一生計配偶者

の場合は✓

老
同配控配 扶養親族

－ －

電話番号（直通）お住まいの区 担　当　係

上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得
金額について所得税と異なる課税方式を選択する
場合、特定口座年間取引報告書等（写し可）と確定
申告書の本人控の写しは添付しましたか？

⇒特定口座年間取引報告書等を紛失した場合は、それぞれの証券会
社等にお問い合わせください。

・　・

・　・

市 民 税 第 3 係〈西区・西蒲区〉

別紙「市民税・県民税申告の手引き」を参照して申告書
を記入の上、期限までに提出してください。

●申告相談期間中（2/16～3/15）の申告会場は大変混
雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、できる
だけ郵送での提出をお願いします。

ZK
1C

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階

新潟市財務部市民税課　市民税第　　係　行

総
合
譲
渡

雑

公的年金等
業 務
そ の 他
⑦から⑨の計

66,000

120,000

20,00060,000

㉖

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　　・

損害金額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額
円円円

㉗
医療費控除

セルフメディケーション税制
選択する場合は✓を記入してください

支払医療費又は医薬品等購入費 保険金などで補塡される金額
円円□

雑 損 控 除 ㉖
⑬から㉔までの計

医 療 費 控 除 ㉗

受 付 者

（宛先）新潟市長　　　　　　　年　　月　　日提出

フリガナ 明治・大正・昭和・平成・令和

　　年　　月　　日生氏名

生
年
月
日

職業
個人番号

電 話
整理番号

自宅・勤務先・携帯　  　　　　　　
現 住 所

市民税・県民税の申告について

★★郵送での申告をおすすめします★★

1月1日現在
の 住 所

令 和 5 年

令和5年度分  市民税・県民税申告書　〈提出用〉
（令和4年分所得）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※氏名・フリガナは、必ず記入してください。

025-226-2245

025-226-2370
025-226-2365

025-226-2375

市 民 税 第 1 係

市 民 税 第 4 係

〈中央区・南区〉
市 民 税 第 2 係〈東区・江南区〉

〈北区・秋葉区〉

申 告 に 必 要 な も の

添 付 書 類 チ ェ ッ ク 表

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「申告の手引き」をご覧ください。

①　市民税・県民税申告書　　　　②　添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等
③　個人番号カード（マイナンバーカード）、又は通知カードと身元確認書類（運転免許証・健康保険証等）

お問い合わせ先 郵送での提出先

※申告書を提出する前に、チェック欄で確認をしてください。

申告書裏面の11（事業）もしくは12（不動産）に記
入してありますか？

⇒ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、それを参考に申告
　書の裏面11または12に記入してください。

令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
障害者手帳がありますか？
障害者控除対象者認定書がありますか？

寄附金の領収書・受領証明書がありますか？

⇒紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は年金事務所等の年金支払先で再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は個人年金の支払先から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険者等から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険会社等から再交付を受けてください。

⇒障害者手帳の写しを添付してください。

地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

⇒お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

⇒寄附先へお問い合わせください。

● 郵送で提出する場合は、下記の添付書類チェック表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封してください。
　控除に必要な書類を添付しなかった場合は、控除が受けられず市民税・県民税が高く計算されることがあります。

　　添付した書類の返却を希望する方は、書類の返却を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してくださ
い。申告書の控が必要な方は、ご自身で同封の申告書＜控用＞に記載するか、控が必要な旨の書面と切手を貼付した返信
用封筒を同封してください。

。いさだくてしに考参のどなせわ合い問お、合場の』えいい『が欄クッェチ項事認確等目項 チェック欄
はい

　
所

得

控

除

事業・不動産

給与
公的年金等（雑所得）
個人年金（雑所得）

社会保険料控除

課税方式の選択

生命保険料控除
地震保険料控除

障害者控除

寄附金税額控除

□

□
□
□

□

□
□

□

□

いいえ

□

□
□
□

□ □

□

□

□

□

□ □令和4年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を事前に集計した明細書がありますか？医療費控除 ⇒事前に集計した明細書の添付がない場合、控除が受けられません。

　領収書は添付せず、5年間保存してください。 

◆個人番号カード（マイナンバーカード）や通知カードの写しは、個人番号がわかる状態で添付してください。
◆健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号等を黒く塗りつぶしてください。

３　所得から差し引かれる金額に関する事項
⑬

社会保険料
控除

国民健康保険料 介護保険料 国民年金保険料
円円円

後期高齢者医療保険料 その他（　　　　　　　） 合計
円円円

⑭
小規模企業

共済等掛金控除

支払った共済等掛金の名称 支払った共済等掛金の合計額
円

⑮

生命保険料
控除

新生命保険料合計額 旧生命保険料合計額 介護医療保険料合計額
円円円

新個人年金保険料合計額 旧個人年金保険料合計額
円円

⑯地震保険
料控除

地震契約分の支払保険料合計額 旧長期契約分の支払保険料合計額
円円

⑰～⑲
寡婦控除・ひとり親控除
勤労学生控除

⑰　■寡婦控除
■死別  ■生死不明
■離婚  ■未帰還

⑲ ■ 勤労学生控除⑱ ■ ひとり親
　 　 控除 （学校名）

⑳
障害者控除

名氏 級
度

名氏 級
度

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

㉑～㉒
配偶者控除・

配偶者特別控除・
同一生計配偶者

氏名 配偶者の
合計所得金額

円

生 年
月 日

明・大
昭・平  ・  ・ 個人

番号

別居の場合の住所

㉓
　
扶
養
控
除

氏名 生年月日 続柄 同居・別居
の区分　　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平  ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

2
明・大
昭・平 ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

3
明・大

平・令

平・令

平・令

昭・平 ・　・ □  同居
□  別居

個人番号

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1
□  同居
□  別居

個人番号

2

・　・

□  同居
□  別居

個人番号

3
□  同居
□  別居

個人番号

５　事業専従者に関する事項
氏名 生年月日 続柄 従事月数 同居・別居

の区分　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

2
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

所得税における青色申告の
承認の有無 承認あり・承認なし 合計額 円

６ 給与・公的年金等に係る所得以外（令和5年4月1日において65歳
未満の方は給与所得以外� 　）

の所得に係る市民税・県民税の納税方法
給与から差引き（特別徴収） □
自分で納付　 （普通徴収） □

１　

収

入

金

額

等

事
業

営 業 等 ア 円

農 業 イ
不 動 産 ウ
利 子 エ
配 当 オ
給 与 カ

雑
公的年金等 キ

そ の 他 ケ
業 　 務 ク

短 期 コ
長 期 サ

一　　　 時 シ

２　

所

得

金

額

事
業

営 業 等 ①
農 業 ②

不 動 産 ③
利 子 ④
配 当 ⑤
給 与 ⑥

総合譲渡・一時 ⑪
合計（①から⑥＋⑩＋⑪）

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬
小 規 模 企 業 共
済 等 掛 金 控 除 ⑭

⑦
⑧
⑨
⑩

⑫

生命保険料控除 ⑮
地震保険料控除 ⑯
寡婦・ひとり親控除
勤労学生・障害者控除 ⑲～

　⑳
㉑～
　㉒

⑰～
　⑱

0 0 0 0
0 0 0 0

配偶者（特別）控除

この下の欄は、記入しないでください。（添付書類：  有 ・ 無  ）
扶養障害 年少有 特定 同老 老 他 同特 特別 他

内内内

本人障害 寡婦 ひとり親 勤労学 本人専 青色申 専従 所得
調整次年送他配他別特

運 　 マ 　 パ 　 在 　 手
　 健 　 キ 　 学 　 源 　 納

居住
年月日 　年　月　日

区分

㉘

㉕

扶 養 控 除 ㉓
基 礎 控 除 ㉔

合計（㉕＋㉖＋㉗）

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
控
除
対
象
外
）

□
同一生計配偶者

の場合は✓

老
同配控配 扶養親族

－ －

電話番号（直通）お住まいの区 担　当　係

上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得
金額について所得税と異なる課税方式を選択する
場合、特定口座年間取引報告書等（写し可）と確定
申告書の本人控の写しは添付しましたか？

⇒特定口座年間取引報告書等を紛失した場合は、それぞれの証券会
社等にお問い合わせください。

・　・

・　・

市 民 税 第 3 係〈西区・西蒲区〉

別紙「市民税・県民税申告の手引き」を参照して申告書
を記入の上、期限までに提出してください。

●申告相談期間中（2/16～3/15）の申告会場は大変混
雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、できる
だけ郵送での提出をお願いします。

ZK
1C

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階

新潟市財務部市民税課　市民税第　　係　行

総
合
譲
渡

雑

公的年金等
業 務
そ の 他
⑦から⑨の計

60,000

○○大学

㉖

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　　・

損害金額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額
円円円

㉗
医療費控除

セルフメディケーション税制
選択する場合は✓を記入してください

支払医療費又は医薬品等購入費 保険金などで補塡される金額
円円□

雑 損 控 除 ㉖
⑬から㉔までの計

医 療 費 控 除 ㉗

受 付 者

（宛先）新潟市長　　　　　　　年　　月　　日提出

フリガナ 明治・大正・昭和・平成・令和

　　年　　月　　日生氏名

生
年
月
日

職業
個人番号

電 話
整理番号

自宅・勤務先・携帯　  　　　　　　
現 住 所

市民税・県民税の申告について

★★郵送での申告をおすすめします★★

1月1日現在
の 住 所

令 和 5 年

令和5年度分  市民税・県民税申告書　〈提出用〉
（令和4年分所得）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※氏名・フリガナは、必ず記入してください。

025-226-2245

025-226-2370
025-226-2365

025-226-2375

市 民 税 第 1 係

市 民 税 第 4 係

〈中央区・南区〉
市 民 税 第 2 係〈東区・江南区〉

〈北区・秋葉区〉

申 告 に 必 要 な も の

添 付 書 類 チ ェ ッ ク 表

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「申告の手引き」をご覧ください。

①　市民税・県民税申告書　　　　②　添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等
③　個人番号カード（マイナンバーカード）、又は通知カードと身元確認書類（運転免許証・健康保険証等）

お問い合わせ先 郵送での提出先

※申告書を提出する前に、チェック欄で確認をしてください。

申告書裏面の11（事業）もしくは12（不動産）に記
入してありますか？

⇒ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、それを参考に申告
　書の裏面11または12に記入してください。

令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
障害者手帳がありますか？
障害者控除対象者認定書がありますか？

寄附金の領収書・受領証明書がありますか？

⇒紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は年金事務所等の年金支払先で再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は個人年金の支払先から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険者等から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険会社等から再交付を受けてください。

⇒障害者手帳の写しを添付してください。

地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

⇒お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

⇒寄附先へお問い合わせください。

● 郵送で提出する場合は、下記の添付書類チェック表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封してください。
　控除に必要な書類を添付しなかった場合は、控除が受けられず市民税・県民税が高く計算されることがあります。

　　添付した書類の返却を希望する方は、書類の返却を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してくださ
い。申告書の控が必要な方は、ご自身で同封の申告書＜控用＞に記載するか、控が必要な旨の書面と切手を貼付した返信
用封筒を同封してください。

。いさだくてしに考参のどなせわ合い問お、合場の』えいい『が欄クッェチ項事認確等目項 チェック欄
はい

　
所

得

控

除

事業・不動産

給与
公的年金等（雑所得）
個人年金（雑所得）

社会保険料控除

課税方式の選択

生命保険料控除
地震保険料控除

障害者控除

寄附金税額控除

□

□
□
□

□

□
□

□

□

いいえ

□

□
□
□

□ □

□

□

□

□

□ □令和4年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を事前に集計した明細書がありますか？医療費控除 ⇒事前に集計した明細書の添付がない場合、控除が受けられません。

　領収書は添付せず、5年間保存してください。 

◆個人番号カード（マイナンバーカード）や通知カードの写しは、個人番号がわかる状態で添付してください。
◆健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号等を黒く塗りつぶしてください。

３　所得から差し引かれる金額に関する事項
⑬

社会保険料
控除

国民健康保険料 介護保険料 国民年金保険料
円円円

後期高齢者医療保険料 その他（　　　　　　　） 合計
円円円

⑭
小規模企業

共済等掛金控除

支払った共済等掛金の名称 支払った共済等掛金の合計額
円

⑮

生命保険料
控除

新生命保険料合計額 旧生命保険料合計額 介護医療保険料合計額
円円円

新個人年金保険料合計額 旧個人年金保険料合計額
円円

⑯地震保険
料控除

地震契約分の支払保険料合計額 旧長期契約分の支払保険料合計額
円円

⑰～⑲
寡婦控除・ひとり親控除
勤労学生控除

⑰　■寡婦控除
■死別  ■生死不明
■離婚  ■未帰還

⑲ ■ 勤労学生控除⑱ ■ ひとり親
　 　 控除 （学校名）

⑳
障害者控除

名氏 級
度

名氏 級
度

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

㉑～㉒
配偶者控除・

配偶者特別控除・
同一生計配偶者

氏名 配偶者の
合計所得金額

円

生 年
月 日

明・大
昭・平  ・  ・ 個人

番号

別居の場合の住所

㉓
　
扶
養
控
除

氏名 生年月日 続柄 同居・別居
の区分　　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平  ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

2
明・大
昭・平 ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

3
明・大

平・令

平・令

平・令

昭・平 ・　・ □  同居
□  別居

個人番号

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1
□  同居
□  別居

個人番号

2

・　・

□  同居
□  別居

個人番号

3
□  同居
□  別居

個人番号

５　事業専従者に関する事項
氏名 生年月日 続柄 従事月数 同居・別居

の区分　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

2
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

所得税における青色申告の
承認の有無 承認あり・承認なし 合計額 円

６ 給与・公的年金等に係る所得以外（令和5年4月1日において65歳
未満の方は給与所得以外� 　）

の所得に係る市民税・県民税の納税方法
給与から差引き（特別徴収） □
自分で納付　 （普通徴収） □

１　

収

入

金

額

等

事
業

営 業 等 ア 円

農 業 イ
不 動 産 ウ
利 子 エ
配 当 オ
給 与 カ

雑
公的年金等 キ

そ の 他 ケ
業 　 務 ク

短 期 コ
長 期 サ

一　　　 時 シ

２　

所

得

金

額

事
業

営 業 等 ①
農 業 ②

不 動 産 ③
利 子 ④
配 当 ⑤
給 与 ⑥

総合譲渡・一時 ⑪
合計（①から⑥＋⑩＋⑪）

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬
小 規 模 企 業 共
済 等 掛 金 控 除 ⑭

⑦
⑧
⑨
⑩

⑫

生命保険料控除 ⑮
地震保険料控除 ⑯
寡婦・ひとり親控除
勤労学生・障害者控除 ⑲～

　⑳
㉑～
　㉒

⑰～
　⑱

0 0 0 0
0 0 0 0

配偶者（特別）控除

この下の欄は、記入しないでください。（添付書類：  有 ・ 無  ）
扶養障害 年少有 特定 同老 老 他 同特 特別 他

内内内

本人障害 寡婦 ひとり親 勤労学 本人専 青色申 専従 所得
調整次年送他配他別特

運 　 マ 　 パ 　 在 　 手
　 健 　 キ 　 学 　 源 　 納

居住
年月日 　年　月　日

区分

㉘

㉕

扶 養 控 除 ㉓
基 礎 控 除 ㉔

合計（㉕＋㉖＋㉗）

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
控
除
対
象
外
）

□
同一生計配偶者

の場合は✓

老
同配控配 扶養親族

－ －

電話番号（直通）お住まいの区 担　当　係

上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得
金額について所得税と異なる課税方式を選択する
場合、特定口座年間取引報告書等（写し可）と確定
申告書の本人控の写しは添付しましたか？

⇒特定口座年間取引報告書等を紛失した場合は、それぞれの証券会
社等にお問い合わせください。

・　・

・　・

市 民 税 第 3 係〈西区・西蒲区〉

別紙「市民税・県民税申告の手引き」を参照して申告書
を記入の上、期限までに提出してください。

●申告相談期間中（2/16～3/15）の申告会場は大変混
雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、できる
だけ郵送での提出をお願いします。

ZK
1C

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階

新潟市財務部市民税課　市民税第　　係　行

総
合
譲
渡

雑

公的年金等
業 務
そ の 他
⑦から⑨の計

✓
✓

✓

　

㉖

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　　・

損害金額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額
円円円

㉗
医療費控除

セルフメディケーション税制
選択する場合は✓を記入してください

支払医療費又は医薬品等購入費 保険金などで補塡される金額
円円□

雑 損 控 除 ㉖
⑬から㉔までの計

医 療 費 控 除 ㉗

受 付 者

（宛先）新潟市長　　　　　　　年　　月　　日提出

フリガナ 明治・大正・昭和・平成・令和

　　年　　月　　日生氏名

生
年
月
日

職業
個人番号

電 話
整理番号

自宅・勤務先・携帯　  　　　　　　
現 住 所

市民税・県民税の申告について

★★郵送での申告をおすすめします★★

1月1日現在
の 住 所

令 和 5 年

令和5年度分  市民税・県民税申告書　〈提出用〉
（令和4年分所得）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※氏名・フリガナは、必ず記入してください。

025-226-2245

025-226-2370
025-226-2365

025-226-2375

市 民 税 第 1 係

市 民 税 第 4 係

〈中央区・南区〉
市 民 税 第 2 係〈東区・江南区〉

〈北区・秋葉区〉

申 告 に 必 要 な も の

添 付 書 類 チ ェ ッ ク 表

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「申告の手引き」をご覧ください。

①　市民税・県民税申告書　　　　②　添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等
③　個人番号カード（マイナンバーカード）、又は通知カードと身元確認書類（運転免許証・健康保険証等）

お問い合わせ先 郵送での提出先

※申告書を提出する前に、チェック欄で確認をしてください。

申告書裏面の11（事業）もしくは12（不動産）に記
入してありますか？

⇒ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、それを参考に申告
　書の裏面11または12に記入してください。

令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
障害者手帳がありますか？
障害者控除対象者認定書がありますか？

寄附金の領収書・受領証明書がありますか？

⇒紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は年金事務所等の年金支払先で再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は個人年金の支払先から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険者等から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険会社等から再交付を受けてください。

⇒障害者手帳の写しを添付してください。

地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

⇒お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

⇒寄附先へお問い合わせください。

● 郵送で提出する場合は、下記の添付書類チェック表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封してください。
　控除に必要な書類を添付しなかった場合は、控除が受けられず市民税・県民税が高く計算されることがあります。

　　添付した書類の返却を希望する方は、書類の返却を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してくださ
い。申告書の控が必要な方は、ご自身で同封の申告書＜控用＞に記載するか、控が必要な旨の書面と切手を貼付した返信
用封筒を同封してください。

。いさだくてしに考参のどなせわ合い問お、合場の』えいい『が欄クッェチ項事認確等目項 チェック欄
はい

　
所

得

控

除

事業・不動産

給与
公的年金等（雑所得）
個人年金（雑所得）

社会保険料控除

課税方式の選択

生命保険料控除
地震保険料控除

障害者控除

寄附金税額控除

□

□
□
□

□

□
□

□

□

いいえ

□

□
□
□

□ □

□

□

□

□

□ □令和4年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を事前に集計した明細書がありますか？医療費控除 ⇒事前に集計した明細書の添付がない場合、控除が受けられません。

　領収書は添付せず、5年間保存してください。 

◆個人番号カード（マイナンバーカード）や通知カードの写しは、個人番号がわかる状態で添付してください。
◆健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号等を黒く塗りつぶしてください。

３　所得から差し引かれる金額に関する事項
⑬

社会保険料
控除

国民健康保険料 介護保険料 国民年金保険料
円円円

後期高齢者医療保険料 その他（　　　　　　　） 合計
円円円

⑭
小規模企業

共済等掛金控除

支払った共済等掛金の名称 支払った共済等掛金の合計額
円

⑮

生命保険料
控除

新生命保険料合計額 旧生命保険料合計額 介護医療保険料合計額
円円円

新個人年金保険料合計額 旧個人年金保険料合計額
円円

⑯地震保険
料控除

地震契約分の支払保険料合計額 旧長期契約分の支払保険料合計額
円円

⑰～⑲
寡婦控除・ひとり親控除
勤労学生控除

⑰　■寡婦控除
■死別  ■生死不明
■離婚  ■未帰還

⑲ ■ 勤労学生控除⑱ ■ ひとり親
　 　 控除 （学校名）

⑳
障害者控除

名氏 級
度

名氏 級
度

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

㉑～㉒
配偶者控除・

配偶者特別控除・
同一生計配偶者

氏名 配偶者の
合計所得金額

円

生 年
月 日

明・大
昭・平  ・  ・ 個人

番号

別居の場合の住所

㉓
　
扶
養
控
除

氏名 生年月日 続柄 同居・別居
の区分　　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平  ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

2
明・大
昭・平 ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

3
明・大

平・令

平・令

平・令

昭・平 ・　・ □  同居
□  別居

個人番号

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1
□  同居
□  別居

個人番号

2

・　・

□  同居
□  別居

個人番号

3
□  同居
□  別居

個人番号

５　事業専従者に関する事項
氏名 生年月日 続柄 従事月数 同居・別居

の区分　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

2
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

所得税における青色申告の
承認の有無 承認あり・承認なし 合計額 円

６ 給与・公的年金等に係る所得以外（令和5年4月1日において65歳
未満の方は給与所得以外� 　）

の所得に係る市民税・県民税の納税方法
給与から差引き（特別徴収） □
自分で納付　 （普通徴収） □

１　

収

入

金

額

等

事
業

営 業 等 ア 円

農 業 イ
不 動 産 ウ
利 子 エ
配 当 オ
給 与 カ

雑
公的年金等 キ

そ の 他 ケ
業 　 務 ク

短 期 コ
長 期 サ

一　　　 時 シ

２　

所

得

金

額

事
業

営 業 等 ①
農 業 ②

不 動 産 ③
利 子 ④
配 当 ⑤
給 与 ⑥

総合譲渡・一時 ⑪
合計（①から⑥＋⑩＋⑪）

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬
小 規 模 企 業 共
済 等 掛 金 控 除 ⑭

⑦
⑧
⑨
⑩

⑫

生命保険料控除 ⑮
地震保険料控除 ⑯
寡婦・ひとり親控除
勤労学生・障害者控除 ⑲～

　⑳
㉑～
　㉒

⑰～
　⑱

0 0 0 0
0 0 0 0

配偶者（特別）控除

この下の欄は、記入しないでください。（添付書類：  有 ・ 無  ）
扶養障害 年少有 特定 同老 老 他 同特 特別 他

内内内

本人障害 寡婦 ひとり親 勤労学 本人専 青色申 専従 所得
調整次年送他配他別特

運 　 マ 　 パ 　 在 　 手
　 健 　 キ 　 学 　 源 　 納

居住
年月日 　年　月　日

区分

㉘

㉕

扶 養 控 除 ㉓
基 礎 控 除 ㉔

合計（㉕＋㉖＋㉗）

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
控
除
対
象
外
）

□
同一生計配偶者

の場合は✓

老
同配控配 扶養親族

－ －

電話番号（直通）お住まいの区 担　当　係

上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得
金額について所得税と異なる課税方式を選択する
場合、特定口座年間取引報告書等（写し可）と確定
申告書の本人控の写しは添付しましたか？

⇒特定口座年間取引報告書等を紛失した場合は、それぞれの証券会
社等にお問い合わせください。

・　・

・　・

市 民 税 第 3 係〈西区・西蒲区〉

別紙「市民税・県民税申告の手引き」を参照して申告書
を記入の上、期限までに提出してください。

●申告相談期間中（2/16～3/15）の申告会場は大変混
雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、できる
だけ郵送での提出をお願いします。

ZK
1C

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階

新潟市財務部市民税課　市民税第　　係　行

総
合
譲
渡

雑

公的年金等
業 務
そ の 他
⑦から⑨の計

2新潟　太郎
新潟　ハナ 認定書　特別障害

㉖

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　　・

損害金額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額
円円円

㉗
医療費控除

セルフメディケーション税制
選択する場合は✓を記入してください

支払医療費又は医薬品等購入費 保険金などで補塡される金額
円円□

雑 損 控 除 ㉖
⑬から㉔までの計

医 療 費 控 除 ㉗

受 付 者

（宛先）新潟市長　　　　　　　年　　月　　日提出

フリガナ 明治・大正・昭和・平成・令和

　　年　　月　　日生氏名

生
年
月
日

職業
個人番号

電 話
整理番号

自宅・勤務先・携帯　  　　　　　　
現 住 所

市民税・県民税の申告について

★★郵送での申告をおすすめします★★

1月1日現在
の 住 所

令 和 5 年

令和5年度分  市民税・県民税申告書　〈提出用〉
（令和4年分所得）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※氏名・フリガナは、必ず記入してください。

025-226-2245

025-226-2370
025-226-2365

025-226-2375

市 民 税 第 1 係

市 民 税 第 4 係

〈中央区・南区〉
市 民 税 第 2 係〈東区・江南区〉

〈北区・秋葉区〉

申 告 に 必 要 な も の

添 付 書 類 チ ェ ッ ク 表

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「申告の手引き」をご覧ください。

①　市民税・県民税申告書　　　　②　添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等
③　個人番号カード（マイナンバーカード）、又は通知カードと身元確認書類（運転免許証・健康保険証等）

お問い合わせ先 郵送での提出先

※申告書を提出する前に、チェック欄で確認をしてください。

申告書裏面の11（事業）もしくは12（不動産）に記
入してありますか？

⇒ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、それを参考に申告
　書の裏面11または12に記入してください。

令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
障害者手帳がありますか？
障害者控除対象者認定書がありますか？

寄附金の領収書・受領証明書がありますか？

⇒紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は年金事務所等の年金支払先で再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は個人年金の支払先から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険者等から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険会社等から再交付を受けてください。

⇒障害者手帳の写しを添付してください。

地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

⇒お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

⇒寄附先へお問い合わせください。

● 郵送で提出する場合は、下記の添付書類チェック表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封してください。
　控除に必要な書類を添付しなかった場合は、控除が受けられず市民税・県民税が高く計算されることがあります。

　　添付した書類の返却を希望する方は、書類の返却を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してくださ
い。申告書の控が必要な方は、ご自身で同封の申告書＜控用＞に記載するか、控が必要な旨の書面と切手を貼付した返信
用封筒を同封してください。

。いさだくてしに考参のどなせわ合い問お、合場の』えいい『が欄クッェチ項事認確等目項 チェック欄
はい

　
所

得

控

除

事業・不動産

給与
公的年金等（雑所得）
個人年金（雑所得）

社会保険料控除

課税方式の選択

生命保険料控除
地震保険料控除

障害者控除

寄附金税額控除

□

□
□
□

□

□
□

□

□

いいえ

□

□
□
□

□ □

□

□

□

□

□ □令和4年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を事前に集計した明細書がありますか？医療費控除 ⇒事前に集計した明細書の添付がない場合、控除が受けられません。

　領収書は添付せず、5年間保存してください。 

◆個人番号カード（マイナンバーカード）や通知カードの写しは、個人番号がわかる状態で添付してください。
◆健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号等を黒く塗りつぶしてください。

３　所得から差し引かれる金額に関する事項
⑬

社会保険料
控除

国民健康保険料 介護保険料 国民年金保険料
円円円

後期高齢者医療保険料 その他（　　　　　　　） 合計
円円円

⑭
小規模企業

共済等掛金控除

支払った共済等掛金の名称 支払った共済等掛金の合計額
円

⑮

生命保険料
控除

新生命保険料合計額 旧生命保険料合計額 介護医療保険料合計額
円円円

新個人年金保険料合計額 旧個人年金保険料合計額
円円

⑯地震保険
料控除

地震契約分の支払保険料合計額 旧長期契約分の支払保険料合計額
円円

⑰～⑲
寡婦控除・ひとり親控除
勤労学生控除

⑰　■寡婦控除
■死別  ■生死不明
■離婚  ■未帰還

⑲ ■ 勤労学生控除⑱ ■ ひとり親
　 　 控除 （学校名）

⑳
障害者控除

名氏 級
度

名氏 級
度

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

㉑～㉒
配偶者控除・

配偶者特別控除・
同一生計配偶者

氏名 配偶者の
合計所得金額

円

生 年
月 日

明・大
昭・平  ・  ・ 個人

番号

別居の場合の住所

㉓
　
扶
養
控
除

氏名 生年月日 続柄 同居・別居
の区分　　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平  ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

2
明・大
昭・平 ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

3
明・大

平・令

平・令

平・令

昭・平 ・　・ □  同居
□  別居

個人番号

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1
□  同居
□  別居

個人番号

2

・　・

□  同居
□  別居

個人番号

3
□  同居
□  別居

個人番号

５　事業専従者に関する事項
氏名 生年月日 続柄 従事月数 同居・別居

の区分　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

2
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

所得税における青色申告の
承認の有無 承認あり・承認なし 合計額 円

６ 給与・公的年金等に係る所得以外（令和5年4月1日において65歳
未満の方は給与所得以外� 　）

の所得に係る市民税・県民税の納税方法
給与から差引き（特別徴収） □
自分で納付　 （普通徴収） □

１　

収

入

金

額

等

事
業

営 業 等 ア 円

農 業 イ
不 動 産 ウ
利 子 エ
配 当 オ
給 与 カ

雑
公的年金等 キ

そ の 他 ケ
業 　 務 ク

短 期 コ
長 期 サ

一　　　 時 シ

２　

所

得

金

額

事
業

営 業 等 ①
農 業 ②

不 動 産 ③
利 子 ④
配 当 ⑤
給 与 ⑥

総合譲渡・一時 ⑪
合計（①から⑥＋⑩＋⑪）

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬
小 規 模 企 業 共
済 等 掛 金 控 除 ⑭

⑦
⑧
⑨
⑩

⑫

生命保険料控除 ⑮
地震保険料控除 ⑯
寡婦・ひとり親控除
勤労学生・障害者控除 ⑲～

　⑳
㉑～
　㉒

⑰～
　⑱

0 0 0 0
0 0 0 0

配偶者（特別）控除

この下の欄は、記入しないでください。（添付書類：  有 ・ 無  ）
扶養障害 年少有 特定 同老 老 他 同特 特別 他

内内内

本人障害 寡婦 ひとり親 勤労学 本人専 青色申 専従 所得
調整次年送他配他別特

運 　 マ 　 パ 　 在 　 手
　 健 　 キ 　 学 　 源 　 納

居住
年月日 　年　月　日

区分

㉘

㉕

扶 養 控 除 ㉓
基 礎 控 除 ㉔

合計（㉕＋㉖＋㉗）

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
控
除
対
象
外
）

□
同一生計配偶者

の場合は✓

老
同配控配 扶養親族

－ －

電話番号（直通）お住まいの区 担　当　係

上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得
金額について所得税と異なる課税方式を選択する
場合、特定口座年間取引報告書等（写し可）と確定
申告書の本人控の写しは添付しましたか？

⇒特定口座年間取引報告書等を紛失した場合は、それぞれの証券会
社等にお問い合わせください。

・　・

・　・

市 民 税 第 3 係〈西区・西蒲区〉

別紙「市民税・県民税申告の手引き」を参照して申告書
を記入の上、期限までに提出してください。

●申告相談期間中（2/16～3/15）の申告会場は大変混
雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、できる
だけ郵送での提出をお願いします。

ZK
1C

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階

新潟市財務部市民税課　市民税第　　係　行

総
合
譲
渡

雑

公的年金等
業 務
そ の 他
⑦から⑨の計

新潟　緑子 623,580
23 3  3 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5

㉖

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　　・

損害金額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額
円円円

㉗
医療費控除

セルフメディケーション税制
選択する場合は✓を記入してください

支払医療費又は医薬品等購入費 保険金などで補塡される金額
円円□

雑 損 控 除 ㉖
⑬から㉔までの計

医 療 費 控 除 ㉗

受 付 者

（宛先）新潟市長　　　　　　　年　　月　　日提出

フリガナ 明治・大正・昭和・平成・令和

　　年　　月　　日生氏名

生
年
月
日

職業
個人番号

電 話
整理番号

自宅・勤務先・携帯　  　　　　　　
現 住 所

市民税・県民税の申告について

★★郵送での申告をおすすめします★★

1月1日現在
の 住 所

令 和 5 年

令和5年度分  市民税・県民税申告書　〈提出用〉
（令和4年分所得）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※氏名・フリガナは、必ず記入してください。

025-226-2245

025-226-2370
025-226-2365

025-226-2375

市 民 税 第 1 係

市 民 税 第 4 係

〈中央区・南区〉
市 民 税 第 2 係〈東区・江南区〉

〈北区・秋葉区〉

申 告 に 必 要 な も の

添 付 書 類 チ ェ ッ ク 表

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「申告の手引き」をご覧ください。

①　市民税・県民税申告書　　　　②　添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等
③　個人番号カード（マイナンバーカード）、又は通知カードと身元確認書類（運転免許証・健康保険証等）

お問い合わせ先 郵送での提出先

※申告書を提出する前に、チェック欄で確認をしてください。

申告書裏面の11（事業）もしくは12（不動産）に記
入してありますか？

⇒ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、それを参考に申告
　書の裏面11または12に記入してください。

令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
障害者手帳がありますか？
障害者控除対象者認定書がありますか？

寄附金の領収書・受領証明書がありますか？

⇒紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は年金事務所等の年金支払先で再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は個人年金の支払先から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険者等から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険会社等から再交付を受けてください。

⇒障害者手帳の写しを添付してください。

地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

⇒お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

⇒寄附先へお問い合わせください。

● 郵送で提出する場合は、下記の添付書類チェック表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封してください。
　控除に必要な書類を添付しなかった場合は、控除が受けられず市民税・県民税が高く計算されることがあります。

　　添付した書類の返却を希望する方は、書類の返却を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してくださ
い。申告書の控が必要な方は、ご自身で同封の申告書＜控用＞に記載するか、控が必要な旨の書面と切手を貼付した返信
用封筒を同封してください。

。いさだくてしに考参のどなせわ合い問お、合場の』えいい『が欄クッェチ項事認確等目項 チェック欄
はい

　
所

得

控

除

事業・不動産

給与
公的年金等（雑所得）
個人年金（雑所得）

社会保険料控除

課税方式の選択

生命保険料控除
地震保険料控除

障害者控除

寄附金税額控除

□

□
□
□

□

□
□

□

□

いいえ

□

□
□
□

□ □

□

□

□

□

□ □令和4年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を事前に集計した明細書がありますか？医療費控除 ⇒事前に集計した明細書の添付がない場合、控除が受けられません。

　領収書は添付せず、5年間保存してください。 

◆個人番号カード（マイナンバーカード）や通知カードの写しは、個人番号がわかる状態で添付してください。
◆健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号等を黒く塗りつぶしてください。

３　所得から差し引かれる金額に関する事項
⑬

社会保険料
控除

国民健康保険料 介護保険料 国民年金保険料
円円円

後期高齢者医療保険料 その他（　　　　　　　） 合計
円円円

⑭
小規模企業

共済等掛金控除

支払った共済等掛金の名称 支払った共済等掛金の合計額
円

⑮

生命保険料
控除

新生命保険料合計額 旧生命保険料合計額 介護医療保険料合計額
円円円

新個人年金保険料合計額 旧個人年金保険料合計額
円円

⑯地震保険
料控除

地震契約分の支払保険料合計額 旧長期契約分の支払保険料合計額
円円

⑰～⑲
寡婦控除・ひとり親控除
勤労学生控除

⑰　■寡婦控除
■死別  ■生死不明
■離婚  ■未帰還

⑲ ■ 勤労学生控除⑱ ■ ひとり親
　 　 控除 （学校名）

⑳
障害者控除

名氏 級
度

名氏 級
度

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

㉑～㉒
配偶者控除・

配偶者特別控除・
同一生計配偶者

氏名 配偶者の
合計所得金額

円

生 年
月 日

明・大
昭・平  ・  ・ 個人

番号

別居の場合の住所

㉓
　
扶
養
控
除

氏名 生年月日 続柄 同居・別居
の区分　　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平  ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

2
明・大
昭・平 ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

3
明・大

平・令

平・令

平・令

昭・平 ・　・ □  同居
□  別居

個人番号

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1
□  同居
□  別居

個人番号

2

・　・

□  同居
□  別居

個人番号

3
□  同居
□  別居

個人番号

５　事業専従者に関する事項
氏名 生年月日 続柄 従事月数 同居・別居

の区分　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

2
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

所得税における青色申告の
承認の有無 承認あり・承認なし 合計額 円

６ 給与・公的年金等に係る所得以外（令和5年4月1日において65歳
未満の方は給与所得以外� 　）

の所得に係る市民税・県民税の納税方法
給与から差引き（特別徴収） □
自分で納付　 （普通徴収） □

１　

収

入

金

額

等

事
業

営 業 等 ア 円

農 業 イ
不 動 産 ウ
利 子 エ
配 当 オ
給 与 カ

雑
公的年金等 キ

そ の 他 ケ
業 　 務 ク

短 期 コ
長 期 サ

一　　　 時 シ

２　

所

得

金

額

事
業

営 業 等 ①
農 業 ②

不 動 産 ③
利 子 ④
配 当 ⑤
給 与 ⑥

総合譲渡・一時 ⑪
合計（①から⑥＋⑩＋⑪）

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬
小 規 模 企 業 共
済 等 掛 金 控 除 ⑭

⑦
⑧
⑨
⑩

⑫

生命保険料控除 ⑮
地震保険料控除 ⑯
寡婦・ひとり親控除
勤労学生・障害者控除 ⑲～

　⑳
㉑～
　㉒

⑰～
　⑱

0 0 0 0
0 0 0 0

配偶者（特別）控除

この下の欄は、記入しないでください。（添付書類：  有 ・ 無  ）
扶養障害 年少有 特定 同老 老 他 同特 特別 他

内内内

本人障害 寡婦 ひとり親 勤労学 本人専 青色申 専従 所得
調整次年送他配他別特

運 　 マ 　 パ 　 在 　 手
　 健 　 キ 　 学 　 源 　 納

居住
年月日 　年　月　日

区分

㉘

㉕

扶 養 控 除 ㉓
基 礎 控 除 ㉔

合計（㉕＋㉖＋㉗）

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
控
除
対
象
外
）

□
同一生計配偶者

の場合は✓

老
同配控配 扶養親族

－ －

電話番号（直通）お住まいの区 担　当　係

上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得
金額について所得税と異なる課税方式を選択する
場合、特定口座年間取引報告書等（写し可）と確定
申告書の本人控の写しは添付しましたか？

⇒特定口座年間取引報告書等を紛失した場合は、それぞれの証券会
社等にお問い合わせください。

・　・

・　・

市 民 税 第 3 係〈西区・西蒲区〉

別紙「市民税・県民税申告の手引き」を参照して申告書
を記入の上、期限までに提出してください。

●申告相談期間中（2/16～3/15）の申告会場は大変混
雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、できる
だけ郵送での提出をお願いします。

ZK
1C

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階

新潟市財務部市民税課　市民税第　　係　行

総
合
譲
渡

雑

公的年金等
業 務
そ の 他
⑦から⑨の計

15,000,000 12,000,000 100,000

令和 6年能登半島地震 家屋・家財令和 6   　1  �　1 

㉖

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　　・

損害金額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額
円円円

㉗
医療費控除

セルフメディケーション税制
選択する場合は✓を記入してください

支払医療費又は医薬品等購入費 保険金などで補塡される金額
円円□

雑 損 控 除 ㉖
⑬から㉔までの計

医 療 費 控 除 ㉗

受 付 者

（宛先）新潟市長　　　　　　　年　　月　　日提出

フリガナ 明治・大正・昭和・平成・令和

　　年　　月　　日生氏名

生
年
月
日

職業
個人番号

電 話
整理番号

自宅・勤務先・携帯　  　　　　　　
現 住 所

市民税・県民税の申告について

★★郵送での申告をおすすめします★★

1月1日現在
の 住 所

令 和 5 年

令和5年度分  市民税・県民税申告書　〈提出用〉
（令和4年分所得）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※氏名・フリガナは、必ず記入してください。

025-226-2245

025-226-2370
025-226-2365

025-226-2375

市 民 税 第 1 係

市 民 税 第 4 係

〈中央区・南区〉
市 民 税 第 2 係〈東区・江南区〉

〈北区・秋葉区〉

申 告 に 必 要 な も の

添 付 書 類 チ ェ ッ ク 表

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「申告の手引き」をご覧ください。

①　市民税・県民税申告書　　　　②　添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等
③　個人番号カード（マイナンバーカード）、又は通知カードと身元確認書類（運転免許証・健康保険証等）

お問い合わせ先 郵送での提出先

※申告書を提出する前に、チェック欄で確認をしてください。

申告書裏面の11（事業）もしくは12（不動産）に記
入してありますか？

⇒ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、それを参考に申告
　書の裏面11または12に記入してください。

令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？
令和4年分の源泉徴収票は添付しましたか？

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
支払額のわかる控除証明書がありますか？
障害者手帳がありますか？
障害者控除対象者認定書がありますか？

寄附金の領収書・受領証明書がありますか？

⇒紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は年金事務所等の年金支払先で再交付を受けてください。
⇒紛失した場合は個人年金の支払先から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険者等から再交付を受けてください。

⇒紛失した場合は控除が受けられません。
　加入している保険会社等から再交付を受けてください。

⇒障害者手帳の写しを添付してください。

地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

⇒お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

⇒寄附先へお問い合わせください。

● 郵送で提出する場合は、下記の添付書類チェック表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封してください。
　控除に必要な書類を添付しなかった場合は、控除が受けられず市民税・県民税が高く計算されることがあります。

　　添付した書類の返却を希望する方は、書類の返却を希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してくださ
い。申告書の控が必要な方は、ご自身で同封の申告書＜控用＞に記載するか、控が必要な旨の書面と切手を貼付した返信
用封筒を同封してください。

。いさだくてしに考参のどなせわ合い問お、合場の』えいい『が欄クッェチ項事認確等目項 チェック欄
はい

　
所

得

控

除

事業・不動産

給与
公的年金等（雑所得）
個人年金（雑所得）

社会保険料控除

課税方式の選択

生命保険料控除
地震保険料控除

障害者控除

寄附金税額控除

□

□
□
□

□

□
□

□

□

いいえ

□

□
□
□

□ □

□

□

□

□

□ □令和4年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を事前に集計した明細書がありますか？医療費控除 ⇒事前に集計した明細書の添付がない場合、控除が受けられません。

　領収書は添付せず、5年間保存してください。 

◆個人番号カード（マイナンバーカード）や通知カードの写しは、個人番号がわかる状態で添付してください。
◆健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号等を黒く塗りつぶしてください。

３　所得から差し引かれる金額に関する事項
⑬

社会保険料
控除

国民健康保険料 介護保険料 国民年金保険料
円円円

後期高齢者医療保険料 その他（　　　　　　　） 合計
円円円

⑭
小規模企業

共済等掛金控除

支払った共済等掛金の名称 支払った共済等掛金の合計額
円

⑮

生命保険料
控除

新生命保険料合計額 旧生命保険料合計額 介護医療保険料合計額
円円円

新個人年金保険料合計額 旧個人年金保険料合計額
円円

⑯地震保険
料控除

地震契約分の支払保険料合計額 旧長期契約分の支払保険料合計額
円円

⑰～⑲
寡婦控除・ひとり親控除
勤労学生控除

⑰　■寡婦控除
■死別  ■生死不明
■離婚  ■未帰還

⑲ ■ 勤労学生控除⑱ ■ ひとり親
　 　 控除 （学校名）

⑳
障害者控除

名氏 級
度

名氏 級
度

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

度程と類種の害障 身体・精神・療育
その他（　　　　　　　  ）

㉑～㉒
配偶者控除・

配偶者特別控除・
同一生計配偶者

氏名 配偶者の
合計所得金額

円

生 年
月 日

明・大
昭・平  ・  ・ 個人

番号

別居の場合の住所

㉓
　
扶
養
控
除

氏名 生年月日 続柄 同居・別居
の区分　　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平  ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

2
明・大
昭・平 ・　・ □  同居

□  別居

個人番号

3
明・大

平・令

平・令

平・令

昭・平 ・　・ □  同居
□  別居

個人番号

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1
□  同居
□  別居

個人番号

2

・　・

□  同居
□  別居

個人番号

3
□  同居
□  別居

個人番号

５　事業専従者に関する事項
氏名 生年月日 続柄 従事月数 同居・別居

の区分　 別居の場合の住所

1
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

2
明・大
昭・平　　・ 　・ □  同居

□  別居
個人
番号 専従者給与（控除）額 円

所得税における青色申告の
承認の有無 承認あり・承認なし 合計額 円

６ 給与・公的年金等に係る所得以外（令和5年4月1日において65歳
未満の方は給与所得以外� 　）

の所得に係る市民税・県民税の納税方法
給与から差引き（特別徴収） □
自分で納付　 （普通徴収） □

１　

収

入

金

額

等

事
業

営 業 等 ア 円

農 業 イ
不 動 産 ウ
利 子 エ
配 当 オ
給 与 カ

雑
公的年金等 キ

そ の 他 ケ
業 　 務 ク

短 期 コ
長 期 サ

一　　　 時 シ

２　

所

得

金

額

事
業

営 業 等 ①
農 業 ②

不 動 産 ③
利 子 ④
配 当 ⑤
給 与 ⑥

総合譲渡・一時 ⑪
合計（①から⑥＋⑩＋⑪）

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬
小 規 模 企 業 共
済 等 掛 金 控 除 ⑭

⑦
⑧
⑨
⑩

⑫

生命保険料控除 ⑮
地震保険料控除 ⑯
寡婦・ひとり親控除
勤労学生・障害者控除 ⑲～

　⑳
㉑～
　㉒

⑰～
　⑱

0 0 0 0
0 0 0 0

配偶者（特別）控除

この下の欄は、記入しないでください。（添付書類：  有 ・ 無  ）
扶養障害 年少有 特定 同老 老 他 同特 特別 他

内内内

本人障害 寡婦 ひとり親 勤労学 本人専 青色申 専従 所得
調整次年送他配他別特

運 　 マ 　 パ 　 在 　 手
　 健 　 キ 　 学 　 源 　 納

居住
年月日 　年　月　日

区分

㉘

㉕

扶 養 控 除 ㉓
基 礎 控 除 ㉔

合計（㉕＋㉖＋㉗）

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

（
控
除
対
象
外
）

□
同一生計配偶者

の場合は✓

老
同配控配 扶養親族

－ －

電話番号（直通）お住まいの区 担　当　係

上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得
金額について所得税と異なる課税方式を選択する
場合、特定口座年間取引報告書等（写し可）と確定
申告書の本人控の写しは添付しましたか？

⇒特定口座年間取引報告書等を紛失した場合は、それぞれの証券会
社等にお問い合わせください。

・　・

・　・

市 民 税 第 3 係〈西区・西蒲区〉

別紙「市民税・県民税申告の手引き」を参照して申告書
を記入の上、期限までに提出してください。

●申告相談期間中（2/16～3/15）の申告会場は大変混
雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、できる
だけ郵送での提出をお願いします。

ZK
1C

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階

新潟市財務部市民税課　市民税第　　係　行

総
合
譲
渡

雑

公的年金等
業 務
そ の 他
⑦から⑨の計

350,000 50,000

記入例

㉖　雑損控除額の計算
Ａ 損害金額の合計額 ㉖Ａ 円 Ｅ Ｄ×0．1 円
Ｂ 保険金などで補塡される金額 ㉖Ｂ 円 Ｆ Ｃ−Ｅ 円
Ｃ Ａ−Ｂ（差引損失額） 円 Ｇ Ｃのうち災害関連支出の金額 ㉖Ｇ 円

Ｄ 申告書⑫の金額＋退職所得
＋山林所得 ※ 円

Ｈ Ｇ−5万円 円
Ｉ ＦとＨのいずれか多い方の金額 雑損控除額 円

申告書「 4　所得から差し引かれる金額」の「㉖」に「Ｉ」の金額を転記してください。
※�当該金額の計算で申告分離課税（土地・建物の譲渡所得）の所得がある人は、それらの所得金額（特別控除前）
の合計額を加算します。

新潟　太郎

新潟　ハナ

新潟　愛

新潟市○区○○1-2-3
○〇〇園

23 7 5

15 5 6

20 6 8

✓

✓

✓

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

父

祖母

子

記入例

㉖Ａ

⑯Ａ ⑯B

⑮Ａ ⑮B ⑮E

⑮C ⑮D

㉖B

㉗A ㉗B

㉖G

㉒A

●　所得から差し引かれる金額（所得控除）について
⑬　社会保険料控除
あなたや生計を一にする親族のためにあなたが支払った社会保険料
※給与や年金から天引きされている保険料は、親族の申告には使えません（本人の
み使用可）。
　��国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・国民年金・社会保険・厚生年金・
雇用保険などの保険料

⑭　小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に基づく共済掛金（旧第二種共済掛金は除く）・心身障害者扶養共
済掛金及び確定拠出年金加入者掛金
※本人分の掛金のみ使用可

⑮　生命保険料控除
あなたや配偶者、その他の親族を受取人とするあなたが支払った生命保険料等
※���平成24年 1 月 1 日の前（旧契約）と以後（新契約）で、計算式及び控除限度額が
異なります。

　一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料

⑯　地震保険料控除
あなたや配偶者、その他の親族が所有する家屋や家財に対するあなた
が支払った地震等損害部分の保険料（ 1 年契約の火災保険は対象とな
りません）
　地震保険料・旧長期損害保険料　（同一保険契約の場合はいずれか一
つの選択となります。）

⑰　寡婦控除
ア　��合計所得金額が500万円以下で、夫と死別（生死不明含む）後、令和 6 年12月
末において婚姻していない女性

イ　��合計所得金額が500万円以下で、子以外の扶養親族を有し、夫と離別後、令和
6年12月末において婚姻していない女性

※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

⑱　ひとり親控除
��合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子（総所得金額等が48万円以下）
を有し、令和 6年12月末において婚姻していない人又は配偶者の生死が不明な人
※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

⑲　勤労学生控除
大学・各種学校等（要件あり）の学生又は生徒で、自己の勤労に基づく事業所得・
給与所得・退職所得・雑所得があり、かつ合計所得金額が75万円以下で、自己の勤
労に基づかない所得が10万円以下の人

⑳　障害者控除
ア　特別障害者（下記イ）以外の人� ⇒　その他障害者　　（控除額260,000円）
イ　身体障害者手帳１～２級・療育手帳Ａ判定・精神障害者保健福祉手帳１級の人など� ⇒　特別障害者　　　（控除額300,000円）
ウ　特別障害者のうち、あなたや配偶者、生計を一にするその他親族と同居している人� ⇒　同居特別障害者　（控除額530,000円）

あなたや同一生計配偶者（※次ページ㉑参照）、扶養親族（16歳未満を含む）が障がい者の場合

（控除額260,000円）

（控除額300,000円）

（控除額260,000円）

㉑　配偶者控除
�生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者（事業専従者を除く）を「同一
生計配偶者」と言います。同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万
円以下の場合が「控除対象配偶者」となります（900万円超の人は控除額が変わりま
す）。
ア　��70歳未満（昭和30年 1 月 2 日以後生まれ）の配偶者　⇒　一般の控除対象配偶者
イ　��70歳以上（昭和30年 1 月 1 日以前生まれ）の配偶者　⇒　老人の控除対象配偶者
※合計所得金額が1,000万円を超える人で、同一生計配偶者がいる人は、申告書の□
に✓を記入してください。（配偶者控除は対象となりませんが、⑳の障がい者に該
当する場合、障害者控除は対象となります。）

㉒　配偶者特別控除
合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を
超え133万円以下のとき、あなたと配偶者の所得金額に応じて控除額が変わります。

㉓　扶養控除

㉔　基礎控除

ア　下記イ・ウ・エ以外の人（16歳未満を除く）� ⇒　一般扶養（控除額330,000円）　　　
イ　19歳以上23歳未満（平成14年 1 月 2 日～平成18年 1 月 1 日生まれ）の人�⇒　特定扶養（控除額450,000円）　　　
ウ　70歳以上（昭和30年 1 月 1 日以前生まれ）の人� ⇒　老人扶養（控除額380,000円）　　　
エ　老人扶養のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者と同居している人
� ⇒　同居老親等扶養（控除額450,000円）
※��16歳未満の扶養親族は控除対象外ですが、市民税・県民税の非課税判定のための扶養人数に含まれますので、記載
してください。

あなたと生計を一にする親族（配偶者を除く）で、合計所得金額が48万円以下の扶養親族

㉗　医療費控除額の計算
Ａ 支払った医療費 ㉗Ａ 円
Ｂ 保険金などで補塡される金額 ㉗Ｂ 円
Ｃ Ａ−Ｂ 円
Ｄ 申告書⑫の金額＋退職所得＋山林所得 ※1 円
Ｅ Ｄ×0．05 円
Ｆ 10万円とＥのいずれか少ない方の金額 円
Ｇ Ｃ−Ｆ 医療費控除額 円
申告書「 4　所得から差し引かれる金額」の「㉗」に「Ｇ」の金額を転
記してください。（最高2,000,000円）
※�当該金額の計算で申告分離課税（土地・建物の譲渡所得）の所得があ
る人は、それらの所得金額（特別控除前）の合計額を加算します。

●セルフメディケーション税制を選択された場合は次の式で計算します。
支払った特定一般
医薬品等購入費　 － 保険などで補填

される金額　　 － 12,000円 ＝ 医療費控除額

（最高88,000円）

⑮　生命保険料控除額の計算
一般生命保険料 個人年金保険料 介護医療保険料

Ａ新保険料 ⑮Ａ 円 Ｃ新保険料 ⑮Ｃ 円 Ｅ保険料 ⑮Ｅ 円

Ｂ旧保険料 ⑮Ｂ 円 Ｄ旧保険料 ⑮Ｄ 円

Ａの金額を右記の表（新契
約用）から計算した金額

（最高28,000円） Ｃの金額を右記の表（新契
約用）から計算した金額

（最高28,000円） Ｅの金額を右記の表（新契
約用）から計算した金額 ケ 円ア オ

Ｂの金額を右記の表（旧契
約用）から計算した金額

（最高35,000円） Ｄの金額を右記の表（旧契
約用）から計算した金額

（最高35,000円）
イ カ

エ＋ク＋ケ コ

生命保険料控除額
（最高70,000円）

ア　＋　イ
（最高28,000円）

オ　＋　カ
（最高28,000円）

ウ キ 円
イとウのいずれか
大きい金額 エ 円 カとキのいずれか

大きい金額 ク 円 申告書「 4　所得から差し引かれる金額」の
「⑮」に「コ」の金額を転記してください。

⑯　地震保険料控除額の計算
Ａ 地震保険料の合計額 ⑯Ａ 円

Ｂ 旧長期損害保険料の合計額 ⑯Ｂ 円

Ｃ Ａの金額
地震保険料控除額

Ａ×0．5 円

Ｄ

Ｂの金額 旧長期損害保険料控除額
　～� 5,000円 Ｂの金額 円

 5,001円～15,000円 Ｂ×0.5＋2,500円 円

15,001円～ 　 10,000 円

Ｅ Ｃ＋Ｄ
地震保険料控除額（最高25,000円）

円
※同一保険契約で上記ＣとＤの２つが該当する場合はどちらか一つの選択となります。

申告書「 4　所得から差し引かれる金額」の「⑯」に「Ｅ」の金額を転記してください。
※平成18年までに締結した旧長期損害保険料は従前どおり適用

㉑～㉒　配偶者控除額・配偶者特別控除額の計算
Ａ 配偶者の合計所得金額 ㉒Ａ 円

Ｂ あなたの合計所得金額 円
合計所得金額�=�前年度損失等の繰越控除前の総所得金額＋退職所得＋山林所得＋申告分離
課税（土地・建物の譲渡所得は特別控除前）の合計額
C 配偶者

控除額
Ａが48万円以下かつ
Ｂが1,000万円以下 円

申告書「4　所得から差し引かれる金額」の「㉑」に「Ｃ」の金額を転記してください。
D 配偶者

特別控除額
Ａが48万円超133万以下
かつＢが1,000万円以下 円

申告書「4　所得から差し引かれる金額」の「㉒」に「Ｄ」の金額を転記してください。
あなたの合計所得金額�Ｂ

900万円以下 900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

控除額

控
除
Ｃ

配
偶
者

一般の控除対象配偶者
（70歳未満） 330,000 円 220,000 円 110,000 円

老人の控除対象配偶者
（70歳以上） 380,000 円 260,000 円 130,000 円

配
偶
者
特
別
控
除
Ｄ

配
偶
者
の
合
計
所
得
Ａ

  48万円超　100万円以下 330,000 円 220,000 円 110,000 円
 100万円超　105万円以下 310,000 円 210,000 円 110,000 円
 105万円超　110万円以下 260,000 円 180,000 円 90,000 円
 110万円超　115万円以下 210,000 円 140,000 円 70,000 円
 115万円超　120万円以下 160,000 円 110,000 円 60,000 円
 120万円超　125万円以下 110,000 円 80,000 円 40,000 円
 125万円超　130万円以下 60,000 円 40,000 円 20,000 円
 130万円超　133万円以下 30,000 円 20,000 円 10,000 円
 133万円超 0 円 0 円 0 円

同一生計配偶者の合計所得金額を上記の表にあてはめて計算してください。

㉔　基　礎　控　除
合計所得金額 控除額

24,000,000円以下 430,000 円
24,000,001円～24,500,000円以下 290,000 円
24,500,001円～25,000,000円以下 150,000 円
25,000,001円以上 0 円

災害（震災・火災・落雷等）や盗難、横領により住宅や家財等に損害
を受けた場合（日常生活に通常必要な資産の損害が対象となります。）

㉖　雑損控除

あなたや生計を一にする親族のために、令和 6年中に支払った医療費・治療費・薬代等
※「従来の医療費控除」か「セルフメディケーション税制」いずれかの選択となります。
⃝��医療費控除の明細書の添付が必要です。なお、医療保険者等が発行する医療費通知を添付する場合は、
医療費控除の明細書への記入を一部省略できます（領収書の添付・提示のみでは申告できません。）
⃝医療費の領収書は添付不要ですが 5年間保存してください。
⃝��医師、歯科医師による診療や治療の費用（通院費、入院費、入院に伴う部屋代・食事代、義足・義
歯の購入など）
⃝��あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる治療のための施術の費用
⃝��助産師による分べんの介助の費用
⃝治療や療養に必要な医薬品の購入費　
⃝��病院や診療所、助産所などへの通院にかかった費用（バス・電車などの公共交通機関の費用）
　※��タクシー代は、公共交通機関が利用できない場合や緊急を要する場合以外は一般的には対象にな
りません。

●セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組（健康診査、予防接種、定期健康診断、
特定健康診査、がん検診）を行っている人が、特定一般用医薬品等（医師の処方による
医薬品から薬局で購入できるよう転用された医薬品）を購入した場合に受けられる控除
です（対象商品はレシート等に表示があります）。

㉗　医療費控除

新契約用
①　1２,000円以下・・・・・� 支払額の全額
②　1２,001円～3２,000円・・・� 支払額×0.5＋6,000円
③　3２,001円～56,000円・・・� 支払額×0.２5＋14,000円
④　56,001円以上・・・・・� ２8,000円

旧契約用
⑤　15,000円以下・・・・・� 支払額の全額
⑥　15,001円～40,000円・・・� 支払額×0.5＋7,500円
⑦　40,001円～70,000円・・・� 支払額×0.２5＋17,500円
⑧　70,001円以上・・・・・� 35,000円

保険料の支払額が確認できる書類を添付してください（年末調整で控除の適用を受けた場合や公的年金から天引きされている社会保険料については書類の添付
は不要）。

掛金の支払額が確認できる書類を添付してください（年末調整で控除の適用を受けた場合は書類の添付は不要）。

支払額のわかる控除証明書を添付してください（年末調整で控除の適用を受けた場合は書類の添付は不要）。

支払額のわかる控除証明書を添付してください（年末調整で控除の
適用を受けた場合は証明書の添付は不要）。

障害者手帳の写し又は障害者控除対象者認定書（各区健康福祉課高齢介護担当が
発行）を添付してください（年末調整で控除の適用を受けた場合や公的年金等の
源泉徴収票の障害者控除欄に記載がある場合は書類の添付は不要）。

各種学校・専修学校の生徒や職業訓練法人の認定職業訓練を受けている人は、そ
の学校や法人から交付される証明書や学生証の写しを添付してください（年末調
整で控除の適用を受けた場合、証明書や学生証の写しの添付は不要）。

【国外居住親族（16歳未満を含む）について扶養控除等の適用を受ける場合の添付書類】（年末調整で控除を付け
た場合は不要）
●親族関係書類：次のア又はイいずれかの書類で、国外居住親族があなたの親族であり、国外に居住しているこ
と証明するもの
　ア　��「戸籍の附票の写し、又はその他の国又は地方公共団体が発行した書類」及び「国外居住親族の旅券（パ

スポート）の写し」
　イ　��外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類（国外居住扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所

の記載があるもの）
●送金関係書類：国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、各人に行ったものを明らかにするもの
　（外国送金依頼書の控えや国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードの利用明細書等）
●��国外居住の30歳以上70歳未満の親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、上記の書類のほかに該当する
事由に応じて、「留学ビザ等の書類」、「障害者確認書類」、「38万円以上の送金が確認できる書類」のいずれか

※上記の書類が外国語で作成されている場合、翻訳文も添付が必要


